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おわりに

I 問題設定

タイにおける外国人アドバイザーは， 1890年

代の絶対王政期から1932年の立憲革命に至るま

で多くの分野で同国の近代化に貢献し，また30

年代末まで，相対的に影響力は減少するものの

一定の影響力を保った。

タイ政府に外国人アドバイザー，または傭人

が本格的に雇用され始めたのは，ラーマ 5世が

近代化に着手した時期，特に省庁の中央集権化

を整備した1890年代にさかのぼる。 20世紀初頭

には 200人を超える人数が雇用されていた。彼

らの職務の形態は高い地位と影響力を持つアド

バイザーから，技師，会計官，事務官，教官，

船員，税関吏，灯台守，医師，軍人，庭師にい

たる傭人まで幅広い分野にまたがり，さまざま

な省庁に勤務していた。特に多く雇用されてい

た部署は鉄道局，関税局，鉱山 ・地質部，測量

部，森林部等，技術が必要とされる部門等であ

り，彼らは専門的な技術の指導や，中・低級レ

ベルでの実務を担当した。
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タイ近代化の過程で特に注目されるのが主要

省庁に配属されたアドバイザーの役割である。

彼らは外交交渉，財政・金融等の経済分野，商

業法律など一国の政策に大きな影響を及ぼし

た。なかでも， 1892年に創設された外交政策，

法律制定，金融等の分野を担当したジェネラ

ル・アドバイザー， 1898年以降の大蔵省のファ

イナンシャル ・アドバイザーは大きな権限と影

響力を持っていた。ファイナンシャル ・アドバ

イザーはイギリス人がほぼ独占し，「彼が強く

反対すれば政府はいかなる財政措置も実行でき

なかった」ほどの影響力をもっていたという

[Ingram 1971, 196]。

タイ政府は，重要な役割と影響力を持った各

アドバイザーが特定の一国に集中しないよう努

め，ファイナンシャル ・アドバイザーにはイギ

リス人を，外務アドバイザーにはアメリカ人を，

そして商務，法律アドバイザーにはフランス人

を任命した。外務アドバイザーはタイの悲願で

あった治外法権の撤廃と関税自主権の回復を目

指した1920年代条約改正で貢献し，また，ファ

イナンシャル・アドバイザーも外債の起債等で

活躍した。

しかしこのようなアドバイザーを含めた外国

人の傭人も時代とともに変化し， 1920年代には

100人以上いたのが， 立憲革命後の30年代末に
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は58人まで減少している。そしてファイナンシ

ャル・アドバイザーが行使していた影響力は立

憲革命を経たタイ経済ナショナリズムの高まり

の中で急激に低下し，彼らの苛立ちは次のよう

に評されるほどに衰退していった。

「（フ ァイナンシャル・アドバイザーは）タイ

の経済の安定，すなわち広範なイギリスの投

資にとって有害となり，またはイギリスの影

響範囲に直接の脅威となるタイ人の大臣たち

から提唱された過激な経済計画を阻止するよ

うになった」 [Aldrich1993, 9]。

これらのアドバイザーを含む外国人傭人の回

想録や見聞記，国の紹介や旅行記は数多く存在

する。また，彼ら自身がタイの近代化にいかに

貢献したか，特にアメリカやイギリスのアドバ

イザーが条約改正や金融政策等の個別の問題に

どのように対処したかなどを記した，いくつか

の興味深い論文もすでに発表されている 旧 1)0

イギリス人ファイナンシャル・アドバイザーに

関しては，ブラウン (IanBrown)によってラ

ーマ 5世下におけるイギリス外務省とイギリス

人ファイナンシャル・アドバイザーの間に，タ

イ政府に対して自国イギリスに有利になるよう

働きかける上で連係があったのかどうかについ

て典味深い報告がなされている［Brown1978, 

193-215]。

しかし，タイ側に視点を移して彼らの役割を

本格的に論じた研究は少ない。さらに，立憲革

命以後の1930年代における経済政策論争の研究

はほとんどなされてこなかった。その中でバト

ソン (B.A. Batson)は1932年の立憲革命前後

を取り上げ， 31年9月にイギリスが金本位制度

を離脱したことのタイヘの影響を，各外国人ア

ドバイザーの助言と政府の対応の視点から時系

1930年代のタイにおける外国人ア ドバイザーと タイ人の確執

列的に分析を行っている [Batson1984]（注 2)。

また， Aldrich(1993)は，タイを巡る英米を

中心とする西洋列強の外交政策の分析に焦点を

あて，両大戦期間のタイヘの影響を英米の確執

からも見た重要な研究と思われる。 しかしなが

ら，アルドリッチにおいてはタイ側の資料はあ

まり使われておらず， もっぱら英米の外交文書

ならびにイングランド銀行の資料を利用してい

るため，西洋列強同士のタイを巡る確執はよく

解かるが，タイ側からの視点分析が不十分であ

る。

こうした既存の研究をふまえて，南原はタイ

経済ナショナリズムの発展をタイ側からとらえ

るため， 1930年代の経済計画構想案をとおして

これを考察した [Nambara1998]。

本稿では立憲革命前後の外国人アドバイザー

とタイ人との主要な経済政策論争の内容を明ら

かにし，論争の内容の質的変化をとおしてタイ

経済ナショナリズムの変化をたどってみたい。

アドバイザーとタイ政府の確執を浮き彫りに

するために，イギリスの PublicRecord Office 

（公文書館）の外務省資料 (F0-371)と，タイ公

文書館の資料を中心に検討する。

本稿では1930年代の以下の 3つの主要な経済

問題をめぐる論争を紹介する。これらは全てイ

ギリス人を中心とした外国人アドバイザーが深

く関わっていた。

(1) 1931年のイギリスの金本位制度離脱がタ

イヘ与える影響をめぐる論争― これは立

憲革命以前の深刻な経済危機の中に生じて

おり，政府内部で大きな論争が起こり，イ

ギリス人アドバイザーが重要な助言をして

いる。

(2) 1934年に経済大臣プラ・サラサートが提
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出した経済案の内容とそれに対するイギリ

ス人アドバイザーの批判点一ー立憲革命以

後のプリディー (Pridi)を中心とする経

済計画案論争の中でも重要な論争であり，

イギリス人アドバイザーが具体的に国立銀

行のありかたを巡って論争を展開している。

(3) 中央銀行設立構想案をめぐるタイ側とフ

ァイナンシャル ・ アドバイザーの確執—

中央銀行 (1942年に設立）の前身， Thai

National Banking Bureau (1939年設立法

が公布）の設立経緯においても確執があっ

た。これらには外国人アドバイザー，特に

イギリス人ファイナンシャル・アドバイザ

ーの役割や政治性が明確に示され，タイ側

とイギリスの確執を浮かび上がらせる上で

格好の材料を提供している。

立憲革命をはさんだ(1)と(2)(3)の論争には，重

要な点で変化が見られる。すなわち1932年前後

を境にしてそれぞれの確執は，経済合理性をめ

ぐる経済政策論争から経済ナショナリズム対経

済合理性の対立へと移っている。タイ人主導に

よる経済ナショナリズムの高まりは，経済合理

性を重視する外国人アドバイザーとの対立構造

を明確にした。

以下では，まず第II節で，論争をひき起こす

きっかけとなったイギリス金本位制度離脱がタ

イ経済に与える影響をめぐって展開された議論

を整理し，論争の焦点と関係者を分析する。そ

してこの論争の推移が1932年の立憲革命以後の

タイ経済ナショナリズムとどのように関連し，

また変化していったのかを考察する。

次に第III節，第N節で，立憲革命以後の 2つ

の経済論争を取り上げる。特に，タイ経済ナシ

ョナリズムの中でタイ人が何を問題として外国
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人アドバイザーと論争したかのかについて，第

III節では論争となったプラ・サラサートの経済

計画構想案を，第N節ではタイ人から建議され

た中央銀行構想案について，その論点をみてい

く。

II イギリス金本位制度離脱と

タイ経済をめぐる論争

イギリスが金本位制度から離脱した1931年9

月から，同年11月のタイ政府による為替切り下

げ否定の公式発表，そして32年 5月の為替切り

下げとポンド圏への復帰（金本位制の離脱）に

いたる期間は，タイに大きな混乱をもたらし，

さまざまな経済政策論争を引き起こした。イギ

リスの金本位制度離脱の影響と政府の対応につ

いて，各省庁間の見解と外国人アドバイザーの

役割をイギリス外交文書をもとに見ていきた

ぃ（注3)。

1.背景

恐慌が商品価格の崩壊によって示されること

は，よく知られている。世界市場では錫 ・銅を

はじめ，天然ゴム，綿，コーヒー，紅茶，砂糖

や米の価格が1925年から下落し始め， 29年まで

緩慢な下落が続いた。この間途上国では，これ

らの商品の生産を増大させることにより供給過

剰に陥った。レイサム (Latham)は，西洋の

小麦と東洋の米の 2大主要食料の過剰生産が

一次産品全体の価格の崩壊をもたらしたとす

る（注4)。実際， 1920年代半ばから小麦と米の

生産が増大し，これらの価格の下落が始まった。

これが恐慌の始まりを示す現象であった。価格

は世界恐慌でさらに大きく崩壊し，徐々に回復

が起きた1933年まで低迷した [Latham1981, 



175-176]。

タイでは世界恐慌の影響は1930年代初頭から

顕著に見られるようになった。

1920年代と30年代におけるタイの貿易収支は，

米不作で米の輸出が禁止された20/21年を除い

て常に黒字であった。この期間の貿易黒字は

1927/28年にピークに達し， 20年代末期から輸

出の低下が明らかになった。世界恐慌がタイを

襲った1930年代初頭， 31/32年の輸出額は27/28

年のピークの49％までに著しく落ち込んだ。タ

イの輸出額の約70％を占める米は大幅に減少し，

数量面では1930/31年，価格面では31/32年に底

をうった。これらの数字を1927/28年のピーク

と比較すると，減少率は数量で40%，価格で61

％に及んでいる。米の輸出数量は1931年に底を

うって反転して拡大したが， 30年代前半は輸出

価格が停滞していたことに注意する必要がある。

1930年代のタ イにおける外国人アドバイザーと タイ人の確執

米の主要区分別 FOB輸出価格を表 1に見ると，

米のトン当りの平均価格は， 1920年代の後半よ

りも30年代の前半の方が低かった。また，表 2

から米の輸出先市場を見ると1920年代と30年代

では，シンガポールの比率が相対的に減少し，

インド，セイロンが有力な市場として台頭して

いる。日本も 1920年代末から30年代初頭にかけ

てシェアが比較的増大している。

米の深刻な輸出の落ち込みは世界恐慌による

要因が大きいが， 1920年代末頃から外国市場で

タイ米の評判が低下した事実 も見逃せない。こ

れについては1928年12月にバンコクで精米所オ

ーナーと外国人商人との間で問題となり，後

者はタイ米が品質と 重量の面で欠陥があり 重

大な損失を被ったと 主張した。この問題は米の

売買業者が異なる地域や異なる 等級のもみを

混ぜて精米所に配送したことが原因と見 られ

表 1 米の主要品目別FOB輸出価格

（単位 ：バーツ／ピクル）

年
ホワイト ・ ホワイト ・ブロ ホワイト ・ カーゴ ・

ライス クン ・ライス ミール ライス

2466 (1923/24) 8.18 5.51 2.73 6.02 

2467 (1924/25) 9.30 6.18 3.12 6.73 

2468 (1925/26) 9.36 6.27 2.97 6.61 

2469 (1926/27) 9.69 6.61 3.01 7.42 

2470 (1927/28) 9.16 5.91 2.91 6.94 

2471 (1928/29) 9.07 5.87 3 11 6.60 

2472 (1929/30) 9.33 6.14 3.11 6.91 

2473 (1930/31) 7.94 4.89 2.49 4.16 

2474 (1931/32) 4 66 2.92 1.22 3.23 

2475 (1932/33) 4.15 3.02 1.47 2.91 

2476 (1933/34) 3.92 2.48 1.04 3.00 

2477 (1934/35) 3.75 2.38 1.10 2.89 

（出所） Annual Statement of the Foreign Trade and Navigation of the 
Kingdom of Siam Year 2470, 2471, 2472, 2474, 2476, 2477, the 
Department of Customs, Bangkok, the Bangkok Times Press, 1928, 1929, 
1930, 1932, 1934, 1935より作成。

（注） 1ピクルは 60kg。
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た（注5)。 さらに，イギリスが金本位制度から

離脱した1931年 9月以降，タイが金本位制度か

ら離脱する32年 5月までポンドに対するバーツ

の高い為替比率が続き，米の輸出に対しても深

刻な損害をもたらした。イギリスの対外貿易部

の文書は以下のように為替の影響を分析してい

る。

金本位制度にタイの貿易が参加した結果は

深刻であった。……生産価格はすでに世界不

況により低かったが，適用された為替政策の

間接的結果によりさらに落ち込んだ。収穫期

の最初の 5カ月間 (1931年12月から32年 4月ま

で）の米の輸出価格はトン当り 54ティカル

（バーツ）で，この数字は農民に利益をもた

らさず多くの場合税金を支払うことができな

かった [Departmentof Overseas Trade 

1933, 9]。

また，同じイギリス外交文書では， 1928/29

年のトン当りの輸出価格を122.70バーツ， 29/

30年は74.80バーツと記述しており，米の急激

な輸出価格の下落が31/32年初頭から現れたこ

とを示している（注6)0

表 2 米の輸出先割合（数量ベース）

（％） 

国
2469 2470 2471 2472 2473 

(1926/27) (1927 /28) (1928/29) (1929/30) (1930/31) 

香港と中国の港 31.4 36.4 35.1 25.2 29.4 

シンガポール 41 1 37.4 39.6 42.5 39.1 

インド ・セイロ ン

オランダ領インド＊ 4 7 2.9 5.5 7.6 6.5 

ヨーロ ッパ 6.7 7.1 4.8 2.8 3.9 

日本 8 8 7.7 3.2 11.7 8.3 

ウエストイ ンディーズ 3.8 3.6 6.0 6.5 7.5 

その他 3.5 4.9 5.8 3.7 5.3 
--------------------------------------------.. ~ ---------------------------

----―---------
--------------

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

国
2474 2475 2476 2477 

(1931/32) (1932/33) (1933/34) (1934/35) 

香港と中国の港 36 1 41.0 40.2 33.5 

シンガポール 29.9 25.6 26.7 26.6 

インド・セイロン 3.5 10.7 19.2 

オランダ領インド＊ 8.3 5.1 0.7 3.7 

ヨーロッパ 4.6 7.9 6.4 5.3 

日本 10.4 9.3 4.9 0.1 

ウエストインディーズ 4.9 3.4 5.9 8.3 

その他 5.8 4.2 4.5 3.3 
------------------------------・・----------------- - - -- - ·— ----- - - - - - - - •• → - - - - -------------- .•. -------------

計 100.0 100.0 100.0 100.0 

（出所） 表 1と同じ。

（注） （1)ヨーロッパヘの輸出は， SaidとAlexandria港への船積みを含む。

(2)＊インドネシア。
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2.論争

深刻な経済不況にたいして政府は，まず商

務 ・運輸省の機構改革を打ち出した。 1931年に

同省の下に農業調査研究局 (Department of 

Agriclutural Research) と商業情報局 (Depart-

ment of Commercial Intelligence) を新設し，

前者は農業の技術面の促進，後者は貿易の振輿

を主な目標とした。タイ米の品質の向上，輸出

先市場の開拓を政府が重視していたことを物語

っている。

輸出振興に活路を見いだそうと商業情報局

の設立のアイデアをだしたのは，商務・運輸

省大臣クロムマプラ ・ガムペーンペットであ

る（注7)。彼は同局の責任者として，デンマー

ク人のクリスティアンセン (H.Christiansen) 

を，プリンシパル ・トレード・コミッショナー

として任命した。クリスティアンセンは当時有

力なデンマーク系欧小什商会イースト ・エイシア

ティク社 (EastAsiatic Co., Ltd.）のバンコク

におけるマネージャーであり，イギリス外交文

書では「クリスティアンセン氏の資質は並はず

れていることを認めざるをえない」（注8) といわ

せるほど，この分野で有能な人物と目されてい

た。

一方で，大蔵省の立場はどうであったか。

ラーマ 6世による放漫財政と世界恐慌の影響

により，政府は公務員の人員削減，各省庁の再

編や予算支出の見直しを迫られたが，予算配分

をめぐり各省庁間の対立も深刻化するようにな

った。大蔵省は一貫して緊縮財政の必要性を主

張したが，既得権に固執する王族グループはこ

れに強い抵抗を示した。 1931年 6月，大蔵省が

92人の将校の昇給拒否をしたことにより，国防

大臣ボーウォーラデート王子が辞任するという

1930年代のタイにおける外国人アドバイザーとタイ人の確執

事件に発展した。これにより有力王族で構成さ

れている最高顧問官会議とそれとは別に緊縮財

政を促進する大蔵大臣のゴー ・マーラーグン，

ファイナンシャル ・アドバイザーのホール ・パ

ッチ (E.L. Hall-Patch) との対立は表面化す

る。

最高顧問官会議は既得権益に固執するグルー

プが主流派を占め，大蔵省は孤立化していた。

論争はまず，金本位制の維持を主張し為替切り

下げに一貫して反対し続けた大蔵省と，為替切

り下げを主張した商務 ・運輸省や民間の外資銀

行グループとの間で展開され，国王は中立の立

場にあった。具体的には，（1）大蔵大臣ゴー ・マ

ーラーグンとイギリス人ホール ・パッチに対し

て，（2）商務 ・運輸大臣であるクロムマプラ ・ガ

ムペーンペット，同省のフランス人アドバイザ

ーであるル ・メイ (ReginaldLe May)，商業情

報局のデンマーク人クリスティアンセンとの間

の対立となった。

イギリスの金本位制度離脱の動きを敏感に察

知し，まず政府に働きかけたのは外資銀行家た

ちであった。各銀行幹部間の数回にわたる会合

の結果， 1931年9月24日，香港上海銀行を筆頭

に他の 4行連名の形で大蔵大臣宛に金本位制度

存続に反対する手紙を出した。反対の理由とし

て，以下の 4点があげられる （注 9)0

(1) 金本位制度の維持はポンドの為替レート

で約15%（バーツ）の切り上げを意味し，

これはタイの輸出にとって深刻でありかつ

不利に働く。

(2) 先物契約で輸出品を売却した商人は15%

の為替差損をこうむる。

(3) 政府が認識しているように農民の多くは

困難に陥っている。私たちはこの損失（輸
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出低下）が15％まで増大するであろうこと

を主張する。

(4) 輸入商が政府に販売できない在庫品を大

量に抱えているため深刻な状況に陥ってい

る。

この手紙は国際金融の流れに巻き込まれた銀

行の苦しい立場を説明しているが，ホール ・パ

ッチは，銀行家たちの見解は短絡的でありタイ

の国益を考慮するならば金本位制度に留まる方

がよいとの立場を表明した（注10)。また，この

国（タイ）では政府へのファイナンスは謎であ

る (sealedbook) と表現し， もしインフレが発

生すればどこで終了するか分からないし混乱を

招くだけであるとの懸念も示した（注11)0 

ホール ・パッチは為替切り下げ反対の立場で

あった。為替切り下げの弊害について書かれた

国王への手紙から彼が問題としたところを取り

上げてみたい（注12)。

この手紙の中で，為替切り下げの恩恵を受け

る者は，（1）輸出業者（ヨーロッ パ人または中国

人），（2）銀行家（ほとんど外国人資本家），（3）米の

輸出業者（ヨーロッパ人または中国人），（4）米の

ブローカー（中国人），（5）生産者であるが，と

りわけ(5)のタイ人が，利益の配分の面で他の四

者と比べて最低であるとしている。また，為替

切り下げによる輸入価格の上昇は輸出品の生産

コストの上昇に繋がり，結局外国人の手に利益

の多くが流れ，国が貧困化 していくと警告する。

さらに，金本位制度から離脱した国の経済構造

とタイの経済構造との相違点として，（1）国内債

務が大きい，（2）高度に工業化されている，（3）中

央銀行と組織化された金融市場が存在する，

(4)弾力的な財政制度を備えていることをあげ，

タイには国内債務がないのだから為替切り下げ
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は逆に対外債務の増大を招くと主張している。

ホール ・パッチは為替切り下げによる国家の

年間損失額を具体的に推計し，歳出項目から対

外債務，政府部門の輸入，公使館 ・領事館の支

出，阿片購入，政府部門の人件費で計1056万

9534バーツの増加を，歳入項目からは関税，土

地税 ・人頭税，物品税と阿片専売から計1113万

7748バーツの減収を見込み，合計で2170万7282

バーツの損失となることを推計した（注13)0 

このようにホール ・パッチは為替切り下げで

は財政危機の回避はできない点を強調したが，

財政改革に無関心であったと見るのは妥当では

ない （注14)。むしろ彼は，国王ならびにタイ政

府の高官に対して，積極的な財政改革の必要性

を訴えていた。すなわち，以下のような総合的

な財政改革案を提案している。(1)財政の均衡，

(2)生産者に過度に重きを置かない弾力性を持ち，

農業国の需要と実情に見合った財政制度の適用，

(3)国家の発展を支える基金の用意と準備，（4）世

界市場で競合できるタイ製品の創出に必要な計

画の策定資金を供給する基金の準備，の 4点で

ある。詳細に提案を記述していないので，細か

く分析することはできないが，旧態依然とした

タイ政府の財政制度の近代化を図ろうとしたこ

とは間違いない。

この財政改革とともに，ホール ・パッチは富

裕層の不動産所有への課税を想定したため，大

反対に遭遇することになった経緯がある（注15)。

ホール ・パッチは，外国からの専門家の招聘

（国際連盟からの派遣やジャワからのオランダ人

を想定）による財政制度の調査の必要性を国王

に強く働きかけ，国王も一時同意した。この案

は外部の専門家の調査が公表されることにより，

多数派である王族の既得権益に固執する王族グ



ループの課税回避を阻止することをねらってい

た （注16）。 しかしながら，ホール ・パ ッチの案

はことごとく反対派につぶされていった。ホー

ル ・パッチはこのことについて，土地への課税

が自分たちの既得権を脅すという恐れから最高

顧問官会議が彼の案に反対していること，そし

て国王が彼らに対して無力であるように思われ

ると記述している。

これに対して商務 ・運輸省アドバイザーであ

るフランス人のル ・メイは，貿易 ・商業振興の

立場を鮮明にとり，ホール ・パ ッチに反対して

為替切り下げを主張した。当時の商務大臣，ク

ロムマプラ ・ガムペーンペットは有力な最高顧

問官会議の委員であり，大蔵省の均衡財政路線

と常に対立していた。ル ・メィは政府に対し早

急な金本位制度離脱を提唱しているのではなく，

イギリスが金本位制度を離脱した1931年 9月以

降，タイ政府が金本位制に留まったことは賢明

であったと評価し，金本位制の下で為替切り下

げを 実施し，ならびに債務償却基金 (Debt

Redemption Fund) を金（ゴールド）で持つこ

とへの懸念を表明している。

ル ・メィはガムペーンペット宛てへのメモの

中で，次のような表現で 2つの問題点を表して

いる （注17)。（1)タイの通貨は再びポンドとリン

クしなければならないのか？ （2）近い将来イギ

リスの経済 ・金融が回復しポンドを維持するこ

とができると信じる根拠はあるのか？

ル ・メィは，タイとポンド圏の貿易依存度の

高さを重くみて，タイの債務償却基金を金で保

有する見解に以下のような疑問を示している。

金は米やチーク同様に商品である。交換手

段としての価値と安定は，明らかに全ての主

要貿易国の受取りに依っている。もし，最も

1930年代のタイにおける外国人アドバイザーとタイ人の確執

重要ないくつかの国々がもはや金を使用しな

くなれば，その安定と価値は疑問となり，金

を保有していることは他の商品を持つのと同

様に投機になりかねない（注18)0 

商務 ・運輸大臣クロムマプラ ・ガムペーンペ

ットは，貿易促進を重視する立場から為替切り

下げの必要性をより鮮明に表明するようになっ

た。ガムペーンペットらの商務 ・運輸省が為替

切り下げを提唱した背景 として，タイの貿易の

決済構造，すなわちポンド圏，金本位制度圏，

銀本位制度圏のそれぞれへの依存度があげられ

る。1932年5月11日の 『バンコク ・タイムズ』

の記事は，貿易の相手をポンド圏全体が52.1%

（輸出で56.1%，輸入で43.3%），金本位制度圏が

20.2%（輸出で13.8%，輸入で28%），銀本位制

度圏が27.5% （輸出で30.1%，輸入で24.3%）と

報道しており，ポンド圏への依存が圧倒的に高

いことを示 していた （注19)。ポンド圏への依存

の高さは，ガムペーンペ ットが為替切り下げを

主張した 1つの重要な根拠であった。イギリス

外交文書は彼の立場を以下のように伝えている。

ブラチャット 王子 （クロムマプラ ・ガムペ

ーンペッ ト）はクリスティアンセン氏（プリ

ンシパル ・トレード ・コミ ッショナー）の助力

を得て，貿易不振がさらに悪化しないよう為

替切り下げが必要であると論じているメモラ

ンダムを作成したようである。彼とクリステ

ィアンセン氏が，金融について専門知識をも

ちあわせていない事実が見落とされている。

そのメモランダムは大蔵省とファイナンシャ

ル ・アドバイザーに伝わっていないが，最高

顧問官会議では多くの支持を得た。現在，そ

れ（為替切り下げ）が適用される可能性があ

る（注20)0 
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ホール ・パッチはタイ駐在イギリス大使ドー

マー (Dormer)とも為替切り下げを巡り対立し

た。 ドーマーはイギリスの方針として，イギリ

スの利益を守る，タイの金融政策においてイギ

リスの影響を保つ，タイとの親善を保つの 3つ

の目的を明らかにし，タイに為替切り下げを勧

告していた [Aldrich1993, 66]。外国人間の

対立構造の複雑さが単にファイナンシャル ・ア

ドバイザー（イギリス）対商務 ・運輸省アドバ

イザー（フランス，デンマーク），ファイナンシ

ャル ・アドバイザー対外資銀行だけではなく，

イギリス人高官同士にも及んでいたことが注目

される。

ホール ・パッチは1931年11月の時点で国王説

得に成功し，為替切り下げを公式に政府が否定

したところまでは，何とか大蔵省の立場を堅持

できたが， 32年 5月10日の政府為替切り下げ発

表にいたる経緯の中で，完全に影響力を失って

いった。

四面楚歌のホール ・パッチは，何を根拠に為

替切り下げと金本位制度離脱に反対したのであ

ろうか？ これはホール ・パッチが古典的な金

本位制度を信奉し，通貨価値と為替の安定がそ

れにより自動的に保たれると強く確信していた

ことと無関係ではなかろう。政府による為替切

り下げ発表の背景には， これまで検討してきた

バーツ高による米輸出の深刻な不振，現実問題

として金本位制度をとりながらも金がタイから

海外に流失した事実が作用していたことなどか

らも，大蔵省の主張はますます孤立化し，最後

にはタイの国益優先への配慮が貿易促進の面か

ら閣議で決定されたといえよう 。

1932年 3月22日ホール ・パッチはファイナン

シャル ・アドバイザーを辞任した。通説では政

36 

府の1932年度予算の歳入見積が，政府の7400万

バーツ，大蔵省の6800万バーツ，ホール ・パッ

チの6500万バーツと大きく食い違い，ホール ・

パッチが最悪の場合でも大蔵省の数字を取らな

ければ，予算案に対して責任がとれないと主張

して辞任したといわれている。しかし今まで見

てきたように，彼が提案してきた財政改革の提

案や為替切り下げ反対がタイ側に受け入れられ

ず，追い詰められていったと見る方が自然で

あろう （注21)。彼が国王へ手紙をだしたり会見

したりして国王を味方につけ，難局を乗り越え

ようと画策した事実は，彼の窮状を物語ってい

る。

以上の論争は，経済危機をいかなる経済政策

で対処すべきかが大きな焦点であった時期に，

主として為替切り下げによる貿易促進か為替維

持による経済安定かの選択に係わるものであっ

た。背景に金本位制度維持によるインフレ阻止

を重視する見方と，国内経済利益に立って貿易

促進を重視する見方との間に対立があったとみ

なすことができる。省庁間の経済政策論争とし

て，緊縮財政を守り抜きたい大蔵省と輸出振典

から経済不況を打開したい商務 ・運輸省は，当

初から両省で明確な政治的スタンスがあり確固

とした経済政策があったいうよりも，実態は有

力なキーパーソンの個人的な見解が重要な役割

を果たしたとする見方がとれる。この背景とし

て官僚組織が十分に確立していない省庁では，

大臣や有カアドバイザーのような個人的な見解

が通りやすく，論争もそのような形態をとった

ことがあげられる。キーパーソンとは，大蔵省

ではホール ・パッチで，商務 ・運輸省ではガム

ペーンペットであったのではないかと推測され



る。これは，大蔵省の政策提言に関する文書の

多くがホール・パッチにより作成されている

こと，ならびにガムペーンペットは当時の閣僚

の中でも有力な皇族であったとことがあげられ

る。

III プラ・サラサートの経済計画

構想案をめぐって

1932年6月の立憲革命により，絶対王政から

立憲君主制に政治体制が移行したことに伴う変

化は，タイ政府が経済政策を重視したことにあ

らわれた。まず1933年 4月 8日に経済会議（サ

パー・セッタギット）が，経済問題を討論し政

府に提言することを目的とする諮問機関として

設立された。この会議は初代議長に経済大臣プ

ラヤー・ゴー・マーラーグンが就任し，委員，

専門家，外国人アドバイザーの三者から構成さ

れた。 1933年 5月12日には経済省が設立され，

農業局，漁業局，森林局，土地・鉱業局，灌漑

局，協同組合局，商業局，科学局，鉄道局，郵

便・電信局，港務局の11局体制になったが，旧

商業・運輸省や旧農務省から引き継がれた局が

多かった。

このような政府側の対応以外に，立憲革命以

後タイ人による経済ナショナリズム論が数多く

の経済計画構想案や経済改革案の中に登場し，

その焦点は以前の経済政策論争から経済ナショ

ナリズム対経済合理性の対立へと変化した。表

3では主な 5つの経済計画構想案の内容を比較

しているが，同表にみるように，立憲革命以前

とは大きく内容が相違する論争点がタイ人側か

ら提起されている（注22)。すなわち，経済計画

案のイデオロギー性（社会主義または自由主

1930年代のタイにおける外国人アドバイザーとタイ人の確執

義），経済ナショナリズム（反外資または反中国

人），協同組合の拡充，タイ人による精米所の

設立・運営，輸入代替，計画の実行主体の選択

（政府か民間），国立銀行の設立等多くの論点が

新たに登場した。

このように多くの構想案が登場した背景とし

て，新体制への期待のたかまりも一因となって

政治・経済政策に関する提言がさまざまな階層

のタイ人からなされてきたことがあげられる。

各計画案のうち，当時ー大論争となったプリデ

ィーの経済構想計画案をめぐる論争には数多く

のタイ語および英語の文献が存在する（注23)0

一方，本稿で取り上げるプラ ・サラサートの案

については今までほとんど研究がなされてこな

かったが，彼の案は1932年のマンゴン・サーム

セーン， 33年のプリディーに続く総合経済計画

案であり，将来のタイの経済運営ビジョンとも

いうべき特徴を持つものであった。

ここで彼の案を取り上げる理由は，ファイナ

ンシャル・アドバイザーのバクスター (Baxter)

がプラ・サラサートの案の骨格ともいうべき国

立銀行の役割について批判をし，ここから論争

が経済計画構想案にとどまらず他の中央銀行構

想案にも影響を与えた重要な契機になったので

はないかと考えられるからである。

1. プラ・サラサートの経済計画構想案

プラ・サラサートは，ジャナーリスト，外交

官，亡命者，政治家，エコノミストと驚くほど

さまざまな経歴を持つ人物である。「555」（ハ

ー・ハー・ハー）のペンネームで新聞を中心に

数多くの政治・経済・社会に関する記事を執筆，

経済・金融や歴史の本を書く等マスメディアで

活躍する一方（注24)，海外の在外公館を外交官

として転々と移動した。パリ在住時代に政府の
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表 3 タイにおける総合経済計画案

立案者

マンゴン・
サームセーン

(1888,,..__, 1947) 

プリディー・
パノム ヨング

(1900,..._, 1983) 

プラ・ マノーパコーンゴー ・マーラー
サラサート ニテイターダー グン

(1889......... 1966) I (1886......... 1948) I (1891......... 1961) 

官 位 ルアング プラ プラヤー

出身階級 ・ 中国系出身商人，平民出身，法律平民出身，外交法律家，首相

職 歴弁護士，国会議家，人民党員， 官，ジャーナリ

員 政治家 スト，エコノミ

スト，政治家

教育

プラヤー

絶対王政下大蔵

大臣，経済大臣

司法省法律学校 l司法省法律学校 Iフランス亡命 I司法省法律学校 Iィギリス留学

（国内） （国内）， フラン I(1923,.......32) 

ス留学，修士一

博士（法学）

（国内）， イギリ (1910-16) 

ス留学（法律） LSE（法律）

経済計画案 I総合 合公
心糸 合公

じ糸 農業中心振興策 1総合 ・農業 ・産

業 ・商業

経 済計画案提国会 (1932.7.4) 検討委員会で審完成日 経済会議 経済会議

出先 議 (1933.3.12) I (1934.7.14) I (1933.4.13) I (1933.9.13) 

計画の実行主 民間主体（政府 政府（協同組合政府（協同組合 1 政府

体 の関与は限定） 中心） のネットワーク）

経済ナショナ 反外資 ・反中国 1 自給自足の思想

リズムの有無人

精米所の設立 1 タイ人のために

設立

協同組合への I少ない

言及

輸入代替

国立銀行

大変多い

食品 ・軽工業， 推進（イデオロ

麻袋等業種を列 ギー）

挙

必要（資本金

1000万バーツ）

大変多い

政府主導による

資本・インフラ

の整備

考慮すべき，サ Iサイロ重視

イロ重視

多い

中央銀行必要，

農業，産業への

融資

その他の特徴 Iプロジェクト指 国家による社会 資金調達のトラ 自由主義尊重，

向，小資本 生活保障，公務イアングルスキ新味なく旧体制

員化による給与ーム（政府 ・民 からのコピー

設定， 1933.3.28 間 ・外資） 総費

の閣議で否決 用 (2500万バー

ツ）

多い

中央農業信用供

与機関の設立
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プラ・サラサートの経済構想計画案

方針に反対して辞職し，そこで亡命者として潜

伏した時期もあった。立憲革命後帰国し， 1934

年パホン内閣のもとで経済大臣に就任し経済計

画案を提出するが，その後失脚して日本に一時

滞在したこともあった。

プラ ・サラサート経済大臣が経済計画構想

案を完成させた日付は 1934年 7月14日であっ

た （注25)。経済計画案の史料としては，タイ公

文書館にある原案と，イギリス外交文書が報告

しているタイ政府の経済政策と彼の経済計画案

の大まかな翻訳，イギリス外務省の経済計画案

に対する反応を取り上げたものがある。また，

プラ ・サラサート によるタイの天然資源の開発

計画草案に関する文書が存在するぼ26)。後者

M:製造業 PM:部分的製

造業 A：農業 E ：採取産

業 NB:国立銀行 CF:ク

レディ ッ ト・フォンシア

| ：保健 SB:貯蓄銀行

co：協同組合 〇：店舗｀

倉庫，農協信用 ws:卸売

り組合 EX:商業取引所

s：海運 T：運輸 HM:国

内市場 FM：海外市場

△ ：トライアングル・スキーム

（政府50%,25%，外国人25%)

（出所） （z)S.R.0201.22/9 

タイ公文書館

はタイ公文書館にある原案には含まれてはいな

いが，プラ・サラサートの外国資本の参加をめ

ぐる見解を知る上で重要である。英字紙 the

Bangkok Times Weekly Mailはこの経済計

画案を報道しており，マス・メディアの関心の

高かったことを物語っている（注27)。

まず最初に彼が同案を提出した背景を考察し

たい。こ の当時タイの南北の 2カ所で経済調査

が実施され，北部では外人専門家アンドリュー

ズ (J.Andrews)，南部ではプラ・サラサート

による実態調査がなされた（注28)。プラ・サラ

サートの案は，彼が経済大臣としてタイの経済

状況に危機感を覚え，緊急に対策をこうじて事

態を打開していかなければいけないと考えたこ
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とから構想された。イギリス外交文書には，彼

の心情が次のように描写されている。

タイの現在の経済状況は恐怖を示唆するも

のである。もし，状況が今年中に改善されな

ければ政府の存続も危ない。政府には自らの

存在価値を証明するための時間がたった 1年

しかない。そしてその証明は経済を回復でき

るかどうかにかかっている （注29)。

その計画の概要は，国土全体にめぐらす「協

同組合」（サハゴン）のネットワーク設立を通

して農村開発を重視している点を，最大の特徴

としていた（図を参照）。彼はその目的を「著者

が首都よりも地方を，そして農村経済を計画の

中心に据えていることが，添付した図から容易

に分かるであろう 。人口の多くの割合が地方に

住んでおり，彼らは大変困難な状況にあるので，

最初に支援を与える必要がある。そのため著者

は彼らを計画の中心に据えた」（注30)と述べてい

る。

計画の基本となる各小11の協同組合には，店舗，

倉庫，ならびに銀行の支店機能を備えるとして

いる。すなわち，協同組合には購入者，販売者，

銀行家の 3つの機能をもたせ，農民からの農産

物の購入と他小l・Iの協同組合への再販用に貯蔵す

ることを「購入」と位罹づけている。一方，協

同組合は卸売り協同組合から購入した生活必需

品，農機具，衣服，食料を適性価格で販売する。

卸売り協同組合は大量購入しかつミドルマンを

介さないため，商品を安く買うことができる利

点があり，さらに州レベルの協同組合に対して

信用貸しまたは現金で販売させると定めている。

これにより小11レベルの協同組合にわずかな投資

で商品を安く販売することができるとうたって

いる。これら小1iレベルの協同組合をとりまとめ，
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技術面と資本面でアドバイスをする協同組合を

上部に置く 。

プラ・サラサートは資金の供給源として，貯

蓄銀行，クレディット ・フォンシィア，保険，

国立銀行の 4つを想定していた。国立銀行の機

能として，金準備の管理，通貨の発行，民間銀

行の手形交換所等，中央銀行の性格を持つもの

として記述しているが，それがイギリス，フラ

ンス， ドイツ，アメリカ，日本のどの国をモデ

ルとしているかは明らかではない。クレディ

ト・フォンシィアは所有地を抵当とし，政府の

協同組合部を援助するものと記しているが，貯

蓄銀行，国立銀行との関連や資金の流れに関し

て詳細な記述がないため，この位置づけも明瞭

ではない。前述の協同組合が資金を導入する場

合，彼はまず最初に協同組合部，次に貯蓄銀行，

最後は国立銀行からという順序が考えられてい

る。

プラ ・サラサートの計画案は， 「トライアン

グル ・スキーム」と呼ばれ，政府資本，タイ人

（民間）資本，外国人資本の 3種の資本の参加

を見込んでいた。計画の実行を担う主体は会社

組織を想定し，その出資比率は政府が50％を負

担し，残りの50％をタイと外国の民間資本が均

等に分け合うとしている（注31)。計画案の総予

算額は， 2500万バーツ，うち準備金から1500万

バーツ，貯蓄銀行から 600万バーツ，政府の国

債発行が 400万バーツとしている。同計画案は，

外債には頼らず，この2500万バーツの投資は

7500万バーツの経済拡大波及効果をもたらすと

の推測を行っている。彼はこの数字の根拠を説

明してはいないが，予算額の2500万バーツは

1934年の政府支出の約30％に相当した （注32)0

彼は同案について次のように自賛する。



提出されたその総合計画案は，もし実行さ

れれば 1年の間にタイの経済回復をもたらす

であろう 。著者はこの計画案の準備に長期間

費やしており ，内容は現在の状況にはうって

つけで現政府の方針とも調和している。計画

案は簡潔であり，決して複雑ではない。よく

できた計画案と著者は思っている（注33)0

2.バクスターの批判の論点

ファイナンシャル ・アドバイザーであるバク

スターは，プラ ・サラサートの経済計画案の内

容に批判を表明し，大蔵大臣宛てに 3通の手紙

を出した（注34)。彼は案全般に対して「これは

既存の経済構造に根本的な改革を導入するこ

とをねらっていると言っても過言ではない。こ

うした急進的な趣旨の計画は受け入れること

はできないし，そのような極端な主張は，慎重

かつ詳細な考慮なくしては認めることはできな

い」（注35)とコメントした。

バクスターはまず1934年 5月14日付けの書簡

の中で，国立銀行 ・保険に関する40の質問，協

同組合に関する26の質問，貯蓄銀行に関する 5

つの質問，最後に一般的な質問14点， 4項目あ

わせて85点にわたって，彼自身の疑問と見解を

記述している。彼の論点の中心はプラ ・サラサ

ートの案における国立銀行の位置づけに集中し

ている。実際，彼は「全体の構想案の軸は国立

銀行と呼ばれる機関である」と書簡の中で明確

に述べていた。

バクスターはプラ ・サラサートの規定する国

立銀行の役割が，中央銀行を意味するものかど

うかを問題視し，曖昧な両者の区別の明確化に

質問の力点が置かれている。プラ ・サラサート

が考える国立銀行は協同組合を含む農業，鉱業

開発，製造業，運輸 • 海運業等への幅広い分野

1930年代のタイにおける外国人ア ドバイザーとタイ人の確執

への資金貸付を想定しているが，発券銀行と国

庫事務の代行を担う中央銀行はそのような分野

への投資は許されないと主張した。また，国が

コントロールする国立銀行の資本のうち49％も

の額を民間部門からどうやって調達できるので

あろうかと疑問を投げかけている。したがって，

プラ ・サラサートの国立銀行とは中央銀行を意

味しないと結論づけている。

農業への信用供与については詳細な検討が必

要であるとし，既存の協同組合との関係を考え

ると独立の農業銀行を新設した方が良いのでは

ないかと述べた。また，鉱業，製造業，海運・

運輸業への信用供与は別組織の産業育成銀行の

設立が望ましいこと，農業と鉱業，製造業，海

運・運輸業への信用供与は債務償却基金または

通貨準備金から調達するのかどうかあいまいで

あると問いかけている。

協同組合に関する質問では協同組合が持つ店

舗と銀行の機能に集中している。店舗には政府

が51%，民間49％出資の会社形態をプラ ・サラ

サートは想定しているが， これは明らかに協同

組合ではないと指摘している。また，政府主体

の店舗がどうやって民間の業者，特に中国人経

営店舗より安く小売り価格を設定できるのであ

ろうかと疑問視している。銀行機能に関しては，

預金者，貯蓄銀行，国立銀行からの資金は農民

にも貸し出されるのかと問いかけた。

貯蓄銀行に対しては，それが郵便貯金を示す

のか，その資金が鉱業，工場，不動産に投資さ

れるのか，もしそうであれば， これは郵便貯金

の持つ機能に反しているのではないかと指摘し

た。一般事項の質問でも国立銀行からの農業，

鉱業への融資が問題視されている。

前述の 4つの項目別の質問形式の文書を元に，
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バクスターは 6月11日付けの 6ページに及ぶ文

書で，プラ・サラサートの経済計画構想案をよ

り理論的かつ具体的に批判した。その批判の論

点は国立銀行の機能であり，バクスターはタイ

での国立銀行の必要性を疑問視していた。国立

銀行が企業への運転資本，短期資本を単に供給

するだけならば，バンコクにはすでに商業銀行

が存在しており，必要がない。さらに，国立銀

行の機能は，農業銀行と商業銀行の機能の両方

を備えることができるのかどうか疑問を投げか

けた。すなわち，農業銀行は長期資金の貸し出

しが中心なのに対し，商業銀行は基本的に短期

であるとその乖離性をあげている。さらに，国

立銀行が数多くの小農に直接融資する非現実性

を指摘し，協同組合を利用する方がより望まし

いとしている。他方，タイには小農への信用供

与のチャンネルがないこと，したがって，組織

化された農業信用供与制度の必要性があること

を認めた。そして，数多くの協同組合が中央農

業信用供与機構の設立を望むまでには，相当の

期間がかかるであろうとの見解も示した。

また，国立銀行の資本金に対しては，タイ国

内での投資資本の調達は難しく，外資も政府所

有の銀行には投資しないであろうとの見通しを

たてている。そのため，政府は全額出資せざる

をえず，その財源は政府の 3つの財源，大蔵省

外債基金，債務償却基金，通貨準備金のどれか

に依存せざるをえないが，唯一考えられる財源

は債務償却基金のみであるという見解を示し

t.:.（注36)

バクスターの見解には，今まで検討したよう

に国立銀行がかなり重要なテーマとして意識さ

れ，経済合理性の視点からプラ・サラサートの

国立銀行のあいまいさを批判したのに対し，プ
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ラ・サラサートは経済ナショナリズムの面から

自国が国立銀行を持ち同行が経済発展の資金を

供給していくという位置づけを示し，政策金融

の原資としての役割を重視した。

プラ・サラサートの経済計画構想案は結果的

に実現しなかった。その案が閣議でどのように

検討され否決されたのかは，本稿では資料の制

約から明らかにできなかったが，彼が提唱した

協同組合の拡大は1938年末からのピブーン政権

において政策として実施された。バクスターが

問題視した国立銀行ならびに中央銀行構想はこ

の後で検討するタイ人側からの建議とバクスタ

ー自身の意見書が存在するので，そこでファイ

ナンシャル・アドバイザーとタイ経済ナショナ

リズム派の確執を考察したい。

N 中央銀行構想案

これまでの経済計画構想案は，政府内の閣議

や会議で反対にあい一部の個別プロジェクト，

例えば農業協同組合の緩慢な拡充，タイ・ライ

ス・カンパニーの設立等が1930年代に日の目を

見ただけで，政府の経済政策にほとんど反映さ

れなかったのに対して，中央銀行の構想案につ

いては紆余曲折を経て39年に中央銀行の前身機

関の設立法案公布にこぎつけた。この背景とし

て，ファイナンシャル・アドバイザーが大きな

影響力を持つ大蔵省を，タイ人がタイ人のため

の大蔵省に変化させたいとの強い願いがあった

ことが指摘できる。タイでの通貨危機は自国の

準備金であるにもかかわらずロンドンに保管さ

れ，しかもイングランド銀行との交渉はファイ

ナンシャル・アドバイザーを通してのみ行って

きた経緯がある。経済ナショナリズムの高まり



とともにタイ人側から自国の主導のもとに準備

金を自由に運用していきたいとする動きが生ま

れていた。

タイにおける中央銀行計画構想は立憲革命以

後の経済ナショナリズムの昂揚を背景に1930年

代にタイ人から建議され，ファイナンシャル ・

アドバイザーも意見書を提出するなどさまざま

な動きが見られた。同行設立案は総合経済計画

案からのものと，独自に提出されたものとに大

別できるが，ここでは後者に焦点をあてる。

まずバクスターが1933年に 「中央銀行」につ

いて意見書を提出，以後タイ人からの建議は34

年にプラヤー ・スリヤーヌワット， 35年にはギ

ムポン ・トーンタットが出している。

中央銀行構想案は，タイ経済ナショナリズム

を背景として，すなわちタイ人主体による経済

運営を構想する中で財源をどのように確保して

いくかという面で論議された側面もある。それ

は大蔵省やファイナンシャル ・アドバイザーら

の既存権益擁護派とタイ経済ナショナリズム派

との対立と考えることもできるだろう 。

この節ではバクスターの意見書とタイ人の構

想案の概要を紹介する。さらに， 1939年に設立

法案が公布されたタイ中央銀行の前身，タイ ・

ナショナル ・バンキング ・ビュローについて，

タイ人側政治家 ・官僚とファイナンシャル ・ア

ドバイザーであるドールの確執を検討すること

により，前述の中央銀行案との関連性やファイ

ナンシャル ・アドバイザーの持つ影響力につい

て考察する。

1. ジェームズ・パクスターの中央銀行に関す

る見解

バクスターは1933年 9月11日に中央銀行に関

する覚書を大蔵大臣に提出した（注37)。当時政
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府内の経済会議では中央銀行の設立に関して論

議がなされ，イギリス外交文書はその動向を次

のように伝えている。

バクスター氏は，私が推測するに，経済会

議の若手のメンバーにかなり手こずっている。

彼らはいまだに為替切り下げを渇望し，中央

銀行のアイデアをもて遊んでいるからだ。そ

の一方，ある者はケインズ氏の理論に大変感

動し管理通貨を熱心に論じている。しかし仮

に，タイの輸出入を管理通貨にすることが理

論的に可能であっても ， どうやって中央銀行

を設けるのか，また通貨をどう管理するのか

誰もアイデアがないのは火を見るよりも明ら

かである。バクスター氏はその点で，歯に衣

を着せないで前者について率直なメモランダ

ムを作成した（彼は私に見せた）。彼は中央銀

行設立には外国人専門家が必要なことを力説

した（注38)。

当時バクスターは直面していた経済会議での

中央銀行に関する論議は，紙幣券発行に対する

準備金の概念や基準がタイ人たちの主張と大き

くかけ離れていたことや，規律なき紙幣券増発

によるインフレーションの恐れに直面したこと

が，イギリス外交文書の中で明らかにされてい

る。バクスターは経済会議での論議を次のよう

に批判している。

2日前に経済大臣は，通貨管理をまかせる

中央銀行の設立を促す強い圧力がタイ人の間

にあると私に話した。彼がこうした圧力に抵

抗できると考えていないことは明らかだ。私

はタイが中央銀行を設立する準備ができたと

は思っていない。タイで提唱されたある種の

中央銀行がその他の国々で中央銀行としての

正式な特徴を持つのか，大変懸念すべきであ
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る。それはインフレを阻止するのではなく，

逆にインフレヘの道を開くことになりかねな

し＼。

ここに最も顕著な具体例がある。 (1)もし銀

行が金または金本位制度国の通貨からなる準

備金を100万バーツ保有していれば， 200万バ

ーツの銀行券を発行する権利を持つとしよう 。

ところが，追加分の 100万バーツについては

なにもカバーされていない。(2)総発行銀行券

の40％までは，生産的価値というややあいま

いな概念に基づいた土地価格を抵当にして発

行されることになっている。生産的価値が市

場価値でなく，それよりもかなり高いことは

かなり明らかとなっている。それが何である

のか理解するのは難しい。米が現在の価格の

約 2倍になる時の価値のようにも思われる。

それは価格なのである。私が(1)と(2)を創案し

たのではない。またその提案をタイ人たち

が真剣に考慮すると信じることも難しい。

それらは興醒めな事実であるし，ばかげた方

法であり，タイ人の大臣さえ納得しないだろ

っ> （注39)

1934年の閣議の予算討議の中でも，プリディ

ーがタイで中央銀行を設立すれば，政府が必要

とする額を同行から借り出すことができると説

明したと，バクスターは述べている （注40)0

イギリス外交文書で言及されたバクスターの

覚書では，最初に彼は中央銀行の背景として金

本位制度が根本的な認識であることを指摘し，

また，「中央銀行のテーマは高度に専門的で素

人の大多数の理解を越えたものであるという客

観的な事実に直面しなければならない」（注41)と

中央銀行の設立には非常に高度な専門性が要求

されることも示した。
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バクスターはこの複雑な業務を遂行するには

タイ政府が，イングランド銀行と国際連盟の専

門家から意見を聞くことを進言した。中央銀行

への政治の影響についても「金融政策は政治的

不測事態から独立すべきであることを，過去の

経験は十分に語っている」（注42)と見解を示して

いる。

それゆえ，紙幣発行の管理は中央銀行の手に

あるべきだと指摘し，バクスターは中央銀行に

よる通貨の管理とインフレーションとの関係に

目を向け， 「過去10年間の中央銀行の設立を鼓

舞しようとする動きをみると，タイの経済ナシ

ョナリズムの運動が，政府から通貨管理の権限

を取り上げ，それを新設の銀行にまかせようと

していることは明らかである。ただし，そのこ

とがインフレーションヘの道につながることに

気づけば，多少パラドキシカルである」（注43)と

言及した。また，バクスターはインドとタイの

両国では，政府が通貨を管理している点に言及

し，タイについて「私の意見では，中央銀行制

度の準備ができていない」（注44)とコメントした。

バクスターは中央銀行の主な機能はまず紙幣

の発行の独占権を持つことであることを強調し

た。第一次大戦後の各国での中央銀行の設立と

再編成は通貨の安定とインフレーションの阻止

を目的とし，彼は金本位制度の復活が通貨安定

達成のために望ましいとも述べている。金本位

制度と金本位為替制度の相異についても説明し

ているが，彼の論点は中央銀行の独立性と通貨

発行をめぐる国と同行の関係に移っていく 。国

がなぜ通貨当局になるべきではないかについて，

彼は以下の理由を挙げている。すなわち，中央

銀行は公定歩合，金準備，紙幣発行，信用供与

量の統制を実施し， したがって通貨の安定を維



持する上で政府より望ましい。過去の経験は政

府に紙幣増刷の誘惑があったことを示している

と。そう述べたあと，彼の論点は再び政治的影

響からの通貨当局の独立性を強調しつつ，先進

国と途上国での通貨当局の在り方に移動してい

き，「高度に産業と商業が発展した国々では，

国立銀行が通貨管理以外にも重要な他の機能を

持っため中央銀行として存在する。 しかし途上

国では，通貨当局が必ずしも中央銀行になる必

要はない」（注45)と見解を述べた。

国と中央銀行の関係についても，戦争等の非

常事態や中央銀行が失敗した時には，国が同行

に介入すべき最終的権限を持つべきだとしてい

る。バクスターは中央銀行の資本金，総裁や役

員の任命，紙幣発行の準備金，信用供与と担保，

禁止行為（投資）についてもふれている。中央

銀行の主な機能は(1)紙幣の発行， （2）金ならびに

外貨準備取引，（3）割引と貸し出し，（4）商業銀行

の現金準備の保管，（5）手形交換尻の決済，の 5

点とバクスターは定めている。その中で 2番目

の外貨準備の機能について重要であると見てい

る。

1931年 9月のイギリスの金本位制度離脱は，

金為替制度の多くの国々をスターリング圏に変

更した。その日からタイを含む多くの政府がス

ターリング本位制度を慎菫に採用した。そのよ

うな国々にとって，スターリングの取引は明ら

かに通貨政策の肝要な一部である （注46)0

バクスターは，今まで見てきたように終始中

央銀行の持つ特徴，機能の特殊性と専門性を強

調し，タイで設立が本当に必要なのかどうか問

いかけており，一貫して設立には反対の立場を

堅持した。

バクスターの覚書は以下のような意義があっ

1930年代のタイにおける外国人ア ドバイザーとタイ人の確執

たように思われる。第 1に，彼がこの覚書を書

いた動機として， 当時タイ経済ナショナリズム

の高まりを背景にタイ人側からの中央銀行設立

の建議と論議に対して，金融専門家からの立場

を明確に示す思惑があった。感情的でナショナ

リスティクな願望による運動にどう対処するか

が，当時彼が直面していた課題であった。その

ため，中央銀行の持つ基本的な概念を紹介する

ことに重点が置かれた。第 2に，彼は中央銀行

設立に反対の立場を明確に示している。論点は

同行の設立は高度に専門的で十分な検討が必要

であり，感情論では不可能との見解を随所に示

した。第 3に，タイ人官僚が彼の中央銀行への

アドバイスを聞くかどうかに懸念を持ち，外国

人専門家の雇用が必要であると強調した。金融

専門知識の欠如について，大蔵省の図書館には

中央銀行に関する本がほとんどないと指摘して

いるのも，その 1つの事例である。第 4に，彼

は金本位制度が中央銀行を支える中心であり，

その制度にもとづかない紙幣増刷によるインフ

レがタイに金融危機をもたらすであろうと警戒

している。

最後に，彼はなぜタイに今中央銀行が必要な

のかという璽要な疑問を呈 した。長い間大蔵省

が中央銀行の機能を果たしてきた経緯から，唯

ーの理由は政治的影響の排除にあるが，大蔵省

とファイナンシャル・アドバイザーの両者はイ

ンフレを阻止するために均衡財政を確保する多

大な努力を払ってきたとし，その中央銀行を持

つ必要性を疑っていた。 これは，換言すれば，

中央銀行設立の動きは大蔵省とファイナンシャ

ル ・アドバイザーの両者の持つ既存権益に対す

る挑戦とも考えられ，また，イギリスの金融上

の権益とアドバイザーの地位を脅かすものであ
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ったと理解することもできる。イギリス人バク

スターにとって1932年以降のタイ経済ナショナ

リズムには断固として反対し，陰りつつあるイ

ギリスのタイヘの影響を保つことが使命であっ

たと思われる。

2. プラヤー・スリヤーヌワットの中央銀行構

想案

タイ人の中で積極的に中央銀行設立の必要性

を提唱したプラヤー ・スリヤーヌワットは，絶

対王政下ならびに立憲革命以後も経済専門家と

して活躍した数少ないタイ官僚の 1人であっ

た （注47）。 彼は有能な官僚として有名だけでは

なく， 1911年にタイで最初の経済学の教科事

『サッ パヤサート 』を書いた著者 としても知

られている。彼の中央銀行構想案はタイ公文

書館と葬式本の 2つのソースに保管 されてい

る（注48)。

案の提出前である1934年 6月に，彼はパホン

首相宛てに 2通の手紙を出し，彼のねらいにつ

いて述べている。 6月16日付けの最初の手紙で

は，彼の案は著書『セータウィタヤー』第 3巻

の中央銀行の部分で述べられており，この部分

は首相と大蔵省に検討してもらうため送付した

と記述している。スリヤーヌワットはバクスタ

ーが彼の案に強く反対するであろうと確信しな

がらも，バクスターの見解を聞くことは有益で

あると考えていた。 2番目の 6月17日の手紙で

は，中央銀行のおおまかな概略について 3点書

いている。それらは中央銀行法の発布，初期資

本金は政府負担1000万バーツ，民間1000万バー

ツの合計2000万バーツ，政府による兌換紙幣の

発行は5000万バーツを超えないこととなってい

た。

スリヤーヌワットが外国人との協調関係を重
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視し，もし国会が承認すれば1000万バーツの資

金を調達することも可能と考えていたことは璽

要である。日本，中国，ヨーロッパが出資先と

して想定され， 日本は余剰資本がありタイに影

響力を持ちたいとし，中国は政治的不安定が資

本の流出を促すであろうと見ていた。また，資

本の調達には自信をみせるものの，重要な障害

として大蔵省が中央銀行に政府の歳入 ・歳出を

まかせることは承認しないであろうと予測して

いる。

中央銀行の草案は，タイ語，英語の 2つの言

語で書かれており，内容はほほ同じであった。

中央銀行の名称は The National Bank of 

Siamを予定 し，バンコクに設立するとしてい

る。同行の主な機能を15に分類し，第 1から 4

までは資本金に関して定めている。第 5から第

8までは金 ・銀 ・外貨為替手形の売買，為替手

形の譲渡，信用の供与である。なお，金，銀，

貴石，宝石，債券，その他の証券は金庫室に保

管できるとしている。第 9から第11までは発券

紙幣の最大額を5000万バーツとし，これを越え

る場合は首相の同意と議会の特別法による認可

が必要と定めている。銀行紙幣券は法貨コイン

として兌換できるとしている。第12は経営 ・人

事，第13は純益の分配，第14は銀行の役割は政

府の代理とする，第15は政府に資本金の50％ま

で出資させることができる点が列記されている。

スリヤーヌワットの案の特徴は以下のように

整理できよう。第 1に資本金に対する柔軟な考

え方であり，政府出資分以外はヨーロッパ，中

国，日本の外国人にもタイ人と同様に門戸を開

放している点である。これは彼がタイ人からの

資本調達の困難さを理解し，唯一の資金源を外

国人と見ていたとも言えよう。第 2に中央銀行



の銀行券の発行に際して間接的にインフレを阻

止するために注意深いコントロールが必要であ

るとの見解を示していることである。この点は

後述するギムポン ・トーンタットと大きく異な

る点で，スリヤーヌワットの建議は感情的な経

済ナショナリズムではなく，学術的かつ熟慮さ

れた提案であった。第 3に，彼は中央銀行が大

蔵省の代わりに国庫事務の代行を行うべきとし

ており，同省の既得権益に挑戦している。

中央銀行の機能を独占的な発券銀行，銀行の

銀行，政府の銀行，金融政策を運営する銀行と

するならば，スリヤーヌワットの案は独占的な

発券銀行と政府の銀行を強く意識しているが，

その案には中央銀行と政府の関係ならびに同行

と大蔵省の関係が今一つ明確に示されていない。

また，中央銀行の政治からの中立性やインフレ

防止を目的とする金融政策への政治の介入排除

等の視点も不明瞭であるが， 1932年の立憲革命

後タイ人の経済計画構想案の中から抽象的な中

央銀行や国立銀行の設立が建議されてきたこと

を考慮するな らば，ス リヤーヌワットの案はか

なり具体的で注目に価しよう 。

3. ウイワッタナチャイの意見書

タイ人の中でも積極的に中央銀行設立を働き

かけた者だけではなく，その必要性と意義に関

して検討し疑問視していた者もいた。タイ人

官僚の中で数少ない金融の専門家と知られてい

るウィワッタナチャイは， 1942年の中央銀行の

設立に際して中心的な役割を果たし，初代総裁

に就任した人物であるが， 30年代前半の段階で

は，中央銀行の設立に対して慎重な見解を持っ

ていた。 1934年10月 1日に大蔵省国税局長で

あった彼は，中央銀行に関して意見書を提出 し

た（注49)。

1930年代のタイにおける外国人アドバイザーとタイ人の確執

彼は当時大蔵省が抱えている問題として，中

央銀行の設立案と大蔵省が通貨準備金をポンド

から金に切り換える案を取り上げた。彼は当時

の論調として，（1)政府は速やかに中央銀行を設

立すべきである，（2）中央銀行は金で準備金を持

つべきである，（3）金で準備金を持つために，政

府は林業，製材，鉱業，木材と鉱物の輸出に従

事し，その見返りとして金を輸入すべきである，

(4)政府は中央銀行から資金を借りて前述の事業

を行うべきである， という 4つの議論を取り上

げたのである （注50)。

ウィワッタナチャイは，中央銀行の役割は通

貨の発行と管理にあり ，準備金は流動性を保た

なければいけないので，事業をすることはでき

ないとした。また，準備金を金ではなくポンド

で保有することは1932年に政府が決定したこと

である。準備金をタイに戻すことは不可能であ

り，たとえ準備金を金に替えてタイに持ち帰る

ことが可能であっても，問題は何のためにそう

するのであるかと彼は指摘した。彼はその理由

を詳細に説明してはいないが，推測するに当時

の貿易の決済がほとんどポンドを中心にロンド

ンで行われており，あえてタイに戻す優位性を

疑問視していたとも考えられよう。

ウィワッタナチャイはこのように中央銀行の

設立に慎重な見解を持っていたが，政治情勢が

急変した1942年 2月には，タイ人最初の大蔵省

ファイナンシャル ・アドバイザーとして中央銀

行設立案を提出している。その案はイングラン

ド銀行のモデルを強く意識し，バクスターが指

摘した政府と中央銀行の関係と独立性に重点を

おいて提案した点が目を引く。ウィワッタナチ

ャイはバクスターと同様に統制なき中央銀行の

発券増大によりインフレが進行することを恐れ，
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その要因の 1つとして中央銀行設立の政治的要

因が経済的要因に勝っていたことを懸念してい

た。

4. ギムポン・トーンタットの建議

タイ人官僚だけでなく商人の立場から建議を

提出した人物としてギムポンがあげられる。彼

は1933年 4月に設置された経済会議のメンバー

であり，中国系商人でタイで米輸出，鉱業，製

材業，輸入業，食品雑貨店を営んでいたが，詳

細な略歴および彼の事業の概要は明らかではな

ぃ（注51)。タイ公文書館には彼の国立銀行構想

案に関する文書が保管されており ，国内の経済

問題に如何に対処するか， と国立銀行設立に関

するものの， 2つの文書が存在する。前者は

1934年12月12日に経済大臣宛てに出されてお

り，タイにおける幼稚産業保護のための関税率

の設定，輸入規制，保護貿易主義の必要性を

最初に訴え，国立銀行設立の背景について述べ

ている ぼ52）。 この中には詳細な設立案は書か

れておらず，ただ漠然とした必要性が述べられ

ており，中央銀行，農業銀行，協同組合の三者

による連係を提唱している。 しかし， どのよう

に中央銀行がこの連係の中で位置づけられてい

るのか不明であり，為替安定について中央銀行

の期待が少し書かれているにすぎない。

後者の建議は1935年 5月 1日に書かれ，内容

はギムポンが経済会議から出された国立銀行設

立に関する 4つの質問に答えたものであった。

それらの 4つの質問とは，（1）人材不足で国立銀

行設立は不可能であるのか，（2）タイは農業国で

あるから国立銀行は不要なのか，（3）タイは商業

銀行が不十分であるため，国立銀行が設立され

ても中央銀行にはなれないので同行を持つべき

ではないのか，（4）タイは他の形態の銀行が設立
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されるまで中央銀行を持つべきではないのか，

の4つであった。注意を要するのはギムポンは

これらの回答に文書の多くをさき，国立銀行な

らびに中央銀行の具体的な構想案自体には言及

していないことである。

第 1の人材の不足について，彼はこれを他の

3つの問題が片づけた上で最後に取り組めばよ

い問題であると考えていた。外国人専門家屈用

について経済・政治的状況から否定的見解を示

し，雇うならば 3年契約の国籍の違う 2人に限

るべきとし，後はタイ人による引き継ぎが可能

と見た。タイ人の雇用に関しては国会議員，公

務員，商人の 3つの供給源を提案し，人材の雇

用は心配なく，立憲革命以後のタイは人材豊富

と確信していた。また，彼は中央銀行の主な機

能について，信用の保証人，信用のオルガナイ

ザー，信用の統制者，最終的な貸し手を挙げて

いる。

第2に，彼はタイは農業国であるがゆえにむ

しろ国立銀行が必要であるとしている。ユーゴ

スラヴィア，ルーマニア，デンマーク，スウェ

ーデン等のヨーロッパの農業国が国立銀行を持

っている利点（間接的な農業への信用供与）と，

植民地下の近隣諸国インド，ジャワ（蘭印），

ベトナムが国家金融機関がない短所をあげ，比

較研究している。

第 3と第4の問題は別々に設定されているが，

中央銀行が持つ「銀行の銀行」としての役割に

要約されよう。ギムポンの説明はなぜ中央銀行

が，商業銀行や他の形態の銀行が数多く設立さ

れる前に必要なのかについて明確な答えをだし

てはいない。タイには出稼ぎ労働者の海外から

の送金もなく，国内にある産業は精米・製材所

や製氷工場くらいで，タイ人がはたしてどのく



らい商業と製造業で雇用されているのか，疑問

を呈している （注53)。海外出稼ぎ労働者や商人

が多い国では銀行の発展があるが，タイでは就

業人口の約 8割が農業に従事しており，地場の

商業銀行は 1行あるものの，金融はイギリス系

銀行に依存している構造を指摘している。そし

て，商業銀行の十分な発展を待っての中央銀行

の設立には長い時間がかかるため，したがって

中央銀行の早期の設立こそが必要であるとして

いる。

ギムポンの見解は多くの問題点を含みながら

も，以下のように要約できよう 。第 1に，彼は

中央銀行の設立を願望しながら，詳細な設立案

は提出していないことである。彼が考えを出し，

実際の責任は経済会議に託したようにも見える。

スリヤーヌワットが詳細な計画案を提出してい

るのと比べて対照的である。第 2に，彼の論旨

の展開は数多くの問題点や矛盾を内包しており

一貫していない。例えば，彼は中央銀行なしで

は為替の安定を維持するのは難しいと強調して

いるが，当時大蔵省がこの機能を担当し，政策

的には前述のイギリスの金本位制度離脱のタイ

経済への影響が深刻であった— ·時期を除いて，

比較的成功していたことは事実である。他の例

としては，彼が使っている「金融機関」という

用語が，中央銀行ばかりではなく農業銀行，商

業銀行をさしており，かつそれらの銀行間の関

係や連繋が不明で，中央銀行の位置づけがはっ

きりしない点である。また，「国立銀行」が中

央銀行を意味したり，農業銀行等の特殊銀行を

暗示するなど文書の中できわめてあいまいに使

われているために，論旨を追うことが困難とな

っている。しかし第 3に，貿易を営むタイ人商

人が中央銀行の設立の必要性を問いかけたこと

1930年代のタイにおける外国人アドバイザーと タイ人の確執

は重要である。1932年の立憲革命以後経済計画

構想案だけではなく，中央銀行の設立に関して

もタイ人の間で， しかも実務を経験したタイ人

商人の提案にもとづいて論議された事実は， 32

年以前にはなかったことであり，注目に価する。

第 4に，ギムポンはいくつかの目を引くテーマ

を挙げており，為替切り下げ，経済独立の必要

性，経済ナショナリズム，中央銀行の政治から

の独立性を挙げている。彼の主張の中で貿易保

護主義，短期間の外国人金融専門家雇用，タイ

人専門家の育成等当時のタイの現実に適した提

言をしていることも注目される。また，文書の

中でジェームズ ・バクスターには一言も言及し

ていないが，これは経済会議のメンバーにバク

スターとの論争を引き起こす危険をあえて避け，

まずタイ人側を説得し論議の展開を有利に運ほ

うとしたと推測できよう。

ギムポンの建議に関して，プラヤー ・スリヤ

ーヌワットが覚書を書き，そこでは経済会議か

ら出された前述の 4つの問いに対しても自己の

見解を述べており重要であるほ54）。この覚書

は，ギムポンの建議に対するスリヤーヌワット

の反応と論議の展開を知る上で興味深い。スリ

ヤーヌワットはギムポンを個人的には知らない

もののタイ人愛国者として評価し，彼の建議に

賛成し法制化を内閣に働きかけている。スリヤ

ーヌワットはそのコメントの中で，自国の利害

を追求する外国人に相談するよりは，中国系タ

イ人（ギムポンなど）に相談する方が良いとし

ている。また，ギムポンの建議に否定的な経済

会議の意向が，大蔵省の同会議に及ぼす影響を

懸念している。また，バクスターの名をあげ大

蔵省とバクスターの両者が長期間にわたって中

央銀行設立に反対してきたと指摘した。
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ギムポンの建議が閣議をはじめ，各関係省庁，

特に経済会議で幾度も検討されたことは， 1935

年当時タイ政府がタイ人主導で真剣に国立銀行

や中央銀行を設立すべきかどうかについて論議

を推し進めた点で重要である。1935年 5月14日

付けの経済大臣からの首相宛ての手紙では，同

省のギムポンの建議に対する見解，内閣書記官

長から経済大臣への35年 6月15日付けの手紙で

は， 6月12日の閣議でギムポンの建議を検討し

たことを伝えている。一方，経済会議の方は 2

回開催された。まず1934年12月20日の会議では

中央銀行や国立銀行を設立する長所と短所につ

いて検討を行った。その後， 1935年 7月3日に

ギムポンの建議に関して討議を行ったが， 否定

的な見解が相次ぎ，最終的に否決された。結論

として中央銀行設立は不必要であるが， 事態を

検討するための金融専門家を雇用することで合

意に達し，農業銀行の設立を優先すべきである

とした。議長は将来中央銀行は必要であるが，

専門家の欠如している現在から専門家の雇用が

必要であるとの見解を示した。

今までバクスターの意見書，スリヤーヌワ ッ

トの案，ギムポンの建議を検討してきたが，バ

クスターによって提議された問題点やタイ人に

与えた影響については，タイ人がバクスターと

直接論争していないので今一つ明らかではない。

しかし，スリヤーヌワットがバクスターを意識

していたことは書簡の中で明らかになっており，

両者の間には中央銀行設立をめぐって確執があ

ったと考える方が妥当であろう 。バクスターが

指摘した立憲革命直後のタイ人の幼稚でかつ感

情的な設立アイデアが，スリヤーヌワットの実

現性の高い案までに発展したことを見れば，バ

クスターのタイ人への影響が想定できる。
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5. タイ・ナショナル・バンキング・ビュロー

の設立

1939年にタイ中央銀行の前身タイ・ナショナ

ル・バンキング・ビュローの設立法案が公布さ

れたが，以下の 2つの視点から設立にいたる経

緯を考察する。まず最初に前述のさまざまな中

央銀行構想案との関連や影響の有無である。第

2は，イギリス人ファイナンシャル・アドバイ

ザーであるドール (Doll)の役割であり，大蔵

大臣プリディーとの関係が焦点となる。バクス

ターの後任者ドールとプリディーの見解の相違

の背景を明らかにし，タイ中央銀行の前身が設

立された意義を検討したい。

前項で検討したタイ人の中央銀行構想案が同

ビュローの設立とどのように関連し影響したか

については，プリディーとドールが直接前者と

の関係に言及していないので明らかにすること

は難しい。しかし， 当時の中央銀行設立をめぐ

る案や論争は政府内部で検討されており，閣僚

であ ったプリディーがそれを十分に把握してい

た可能性は高いと推測される。さらにプリディ

ーがスリヤーヌワ ット等の案を検討し，設立に

むけての問題点の認識を深めた可能性もあろう 。

1938年12月，ピブーン内閣のもとで大蔵大臣

に就任したプリディーは，悲願の中央銀行設立

に向けて動きだし， ドールに協力を依頼すると

ともに，タイ人で最初のフ ァイナンシャル・ア

ドバイザーに，先に紹介したウィワッタナチャ

イを任命し (39年 3月），政治的リーダーシッ

プのもとで中央銀行構想案を具体化させた。 ド

ールはプリディーとの会見で，彼を人民党メン

バーの中では，金ではなく心で行動している数

少ない 1人と，高い評価を当初与えていたこと

は興味深い。 ドールはプリディーが過去の外相



の経験からみて，大蔵大臣になってもタイの

国際信用を損なうことはないであろうし，国の

通貨は安定を保つであろうと考えていた。ま

た，彼はプリディーが昔から農民の生活の物的

向上を理想としており ，現在も変わっていない

と見ていた。 ドールが警戒していたのはプリ

ディーよりもプラ ・サラサートの方であったこ

とが，イギリス外交文書から明らかになってい

る（注55)。 ドールはプラ ・サラサートをプリデ

ィーの腰ぎんちゃくと見ており，彼が再びプリ

ディーに影響を及ぼしたのではないかと懸念し

tァ（注56)

ドールはプリディーの中央銀行構想に関して

以下のように述べた。

ルアング ・プラディット（プリディー）は

中央銀行設立の世論喚起に長 くかかわってき

ているし，今日私は彼がいまだにそれを渇望

していると思う 。ご存知のとおり，この世論

喚起に私は共感しない。タイが中央銀行設立

の準備がいまだにできていない他に，同行の

資本金は大蔵省の準備金から拠出しなければ

ならないであろう 。現時点で大蔵省の準備金

を支出することはできない（注57)。

当初ドールはプリディーの中央銀行構想には

警戒を持つものの，彼に中央銀行の草案を依頼

され協力した。

一方，タイ人ファイナンシャル ・アドバイザ

ーであるウィワッタナチャイは，プリディーと

の関係が必ずしも良好でなく，プリディーの政

治的野望にもとづく中央銀行構想案が，インフ

レの危険をおこす危険があるのではないかと恐

れていた。シルコック (T.H. Silcock)は両者

の関係を次のように述べている。

ファイナンシャル ・アドバイザーとしての

1930年代のタ イにおけ る外国人ア ドバイザーとタイ人の確執

初期には，ウィワ ッタナチャイ王子は大蔵大

臣プリディー ・パノムヨングの中央銀行への

熱意を冷やそうと努力した。彼はプリディー

の2つの見解，すなわち中央銀行は歳入を徴

収することにより政府の困難を克服すること

ができるという見解と，少数の有能なスタッ

フで巨額の金を扱う中央銀行を開始すること

ができるという見解が，結果的には金融危機

やインフレを招く危険性を恐れた。[Silcock

1967, 178-179] 

ドールはプリディーに中央銀行の草案を 4月

に提出した。しかしイギリス外交文書は， もし

その草案が実現し国立銀行が設立されたとして

も，大蔵省のわずかな拡張にすぎず，中央銀行

はさして重要でない機能を持つだけであると見

ていた は58)。さらに，プリディーの 目的を政

治的資金の調達だけであり，国立銀行ができれ

ばそれで満足するであろうとも見ていた。そし

てプリディーがドールにイングランド銀行との

中央銀行設立の協議をゆだね，そのアドバイス

をプリディーが明白に受け入れるであろうとの

見通しもたてていた（注59)0

ドールは 4月11日付けの国立銀行のメモで，

プリディーが考えている銀行の骨子を 6点にわ

たって紹介した。第 1点は国立銀行の政策とし

ては国庫事務の代行，貯蓄銀行のビジネスを引

き継ぐ，第 2点として発券は大蔵省から同銀行

へと移管するが通貨法により 管理すること， 第

3点は政府とタイ国民のみが同行の株主になり，

株の譲渡は政府の同意なしにはできないこと，

第4点は同行が大蔵省に属し大蔵大臣の支配下

におかれること，第 5点はコンサルタン トとし

て専門家 2名を必要とすること，最後に同行の

発足は株式会社と同様に 4月 1日が望ましいこ
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ととしている。プリディーが中央銀行の主要業

務を，発券業務や国庫事務の代行に重点をおい

ていたことは明らかである。プリディーはドー

ルに対して，この案をイングランド銀行総裁や

同行内部で検討するように依頼した。

ところが， ドールの態度がイギリス滞在中に

急変したことにより，タイ政府内には混乱が生

じた。 これはロンドンでの検討の結果，プリデ

ィーが考えている中央銀行案は困難な点がいく

つかあることにドールが気づき，プリディーと

の対決へと方向転換を図ったからである （注60)0

一方， ドールの方向転換は，駐タイイギリス

大使クロスビー (Crosby) との間にも対立を引

き起こした。クロスビーはロンドンにいるドー

ルにあてた電報や外務省本省にあてた報告書で，

ドールの状況判断が誤っていることを指摘し，

プリディーの意思は固く ， ドールの反対は悪影

響を及ぼすことを懸念した（注61)。クロスピー

の見方としては，プリディーがやろうとしてい

ることはせいぜいビュローどまりであり，反対

すべきものではないとしている。クロスビーが

より懸念したことは，アメリカ人外務省アド

バイザー ・ドルベル (FredericR. Dolbeare)が

プリディーにより， ドールの代わりに代理アド

バイザーとして任命され国立銀行プロジェクト

に協力していることや，プリディーがタイの

金融パートナーをイギリスからアメリカに変え

ようとしているのではないかという恐れであっ

t:.（注62)

さらにプリディーがドルベルに， ドールのタ

イ帰国後もアドバイザーに留まって欲しいと要

請したことや，タイ人大蔵省ファイナンシャ

ル ・アドバイザーが任命されたことから，イギ

リス人による同地位の優位が終結してしまうの
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ではないかとクロスビーは悲観的な見解も述べ

た。ク ロスビーは新しいタイ人の心をドールは

理解しておらず，今日タイ人は自分たちが雇用

した者に講義されることに我慢できないとも指

摘した。 ドールは10月にタイに帰任するが，イ

ングランド銀行総裁オットー ・ニーマイヤー

(Otto Niemeyer)は10月19日に書簡を書き， ド

ールにプリディーの案に断固反対するよう指示

した。ニーマイヤーはプリディーの案はインフ

レを引き起こす恐れがあり，タイが本当に必要

なのは農業銀行であると指摘したのである

[Aldrich 1993, 235]。

チャルーン (Charoen Chinalai) とポール

(Paul Sithi-Amuai) も，タイが当時中央銀行

を持つ必要性について，タイが必要としていた

のは農業信用の組織化された制度であり，これ

は中央銀行の範囲以外の分野であること，さら

にタイの銀行業は主に外国銀行の下にあるので，

中央銀行が設立されたとしても，その機能は商

業銀行の現金準備金の保有なしには果たせない

と問題点をあげている [Charoenand Paul 

1964, 97]。

以上のように中央銀行設立の条件は十分には

整わなかったが，タイ・ナショナル・バンキン

グ・ビュローが1940年 5月に資本金1000万バー

ツで，国庫事務の代行ならびに政府債の起債と

管理を主な業務として開業したことは大きな意

義があるといえよう 。ファイナンシャル ・アド

バイザーの立憲革命以後の一貫した反対，そし

てドールやイングランド銀行総裁の反対にもか

かわらず，プリディーの政治的主導のもとで計

画が日の目を見たことは，タイ経済ナショナリ

ズム側の勝利であった。ここで留意すべき点は

プリディーはドールに同ビュローの設立を全面



的に依存したのではなく，むしろ案の骨格を自

分で示しドールにまとめさせたことである。困

難と予想されるイングランド銀行等への対外折

衝をドールにまかせたものの，一貫してプリデ

ィーが主導権を握っていたことである。

中央銀行の前身を設立したことは，タイの外

貨準備の管理がロンドンにあり，予算 ・決算の

執行は国王のみならず，つねにファイナンシャ

ル ・アドバイザーの認可を要し，イギリス人に

牛耳られていた大蔵省をタイ人のための大蔵省

へと転換させる要因となった。それとともに，

タイ人政治家が外圧をうまく利用しアドバイザ

ーを使いこなした点は， 1932年当時の状況と比

較すると大きな変化であった。 1938年12月発足

のピブーン政権により，経済ナショナリズムの

経済政策が本格的に打ち出されてきたことも，

中央銀行の前身設立に有利に働いた。

『中央銀行50年史』は，タイ・ナショナル・

バンキング ・ビュローが設立された要因として，

4点を指摘している。第 1は， 1939年 9月，ヨ

ーロッパで第二次世界大戦が起きた時に，イギ

リスとイギリス連邦は外国為替管理を実施し，

その結果タイの商業銀行で預金引き出しが多発

し商銀を助ける必要が生じたこと，第 2に， 39

年に政府は，農業 ・産業 ・首都圏の 3つの大型

内債を起債し，それを行う機関が必要とされた

こと，第 3に，政府主導によってチャートニョ

ム（民族主義）に依拠した商業政策を推進する

必要があったこと，第 4に政府は各県に国営の

商事会社を設立させる政策を促進する機関をも

つべきであったこと，をあげている [Thanak-

han Haeng Prathet Thai 1992, 50]。

太平洋戦争の勃発により国際情勢が急変した

中でのタイ中央銀行設立の背景は，さらに複雑

1930年代のタイにおける外国人アドバイザーとタイ人の確執

かつ困難なものであった。唯一の大蔵省ファイ

ナンシャル ・アドバイザーであるウィワッタナ

チャイは，中央銀行法の策定に関わり実質的な

責任者となった。 1930年代当時，インフレ阻止

ならびに通貨の安定の面から中央銀行の設立に

一貫しで慎重な態度を示してきた彼に，この大

役がまわってきたのである。彼がもっとも恐れ

たのは，日本のアジア占領下，例えば満朴Iやビ

ルマで日本人総裁や日本人アドバイザーのもと

に設立された中央銀行の形態がタイにも適用さ

れることであった。その結果，人事面での日本

人介入阻止には成功するものの，外国人アドバ

イザーがいない状況下でどのような中央銀行を

設立するのかが焦点となった。

1942年2月17日に，ウィワ ッタナチャイが作

成した中央銀行設立計画案には，中央銀行のモ

デル • 特徴 ・ 問題点が浮き彫りにされていて興

味深い（注63)。まず中央銀行のモデルとしてイ

ングランド銀行総裁モンタギュー ・ノーマン

(Montagu Norman)のオーソドクッスな中央

銀行の機能（発券銀行等）の紹介がなされており，

彼がイギリスを意識していることがうかがえる。

彼が問題としているのは中央銀行と政府の関係

であり，政府が全額出資して設立すべきとして

いる。ウィワッタナチャイは計画案は，他国の

中央銀行法や1915年にタイで大蔵省に短期雇用

されたイギリス人金融専門家バーナード ・ハン

ター (BernardHunter)の報告書を参考にして

まとめたと記述している（注64)。さらに，中央

銀行設立が特別に専門性を要する事項であると

し，バクスターの意見を引用しつつ，ョーロッ

パ，南アメリカ，アフリカで中央銀行を設立し

た全ての国では専門家が雇用され，イングラン

ド銀行のアドバイスを聞いているが，タイでは
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表 4 1930年代経済構想年表

経済構想案 政治 ・社会

1931 

6. 3.国防大臣ボーウォーラデート親王，軍事予

7.20.商務 ・運輸省アドバイザー， ル ・メィ（フ 1 算をめぐる閣議決定に抗議して辞表提出。

ランス人）協同組合に関する意見書提出

9.21.イギリス政府金本位制度離脱を発表

1932 

5.10.タイ政府閣議で金本位制度離脱を決定。

バーツをポンドに再リンク

7. 4.マンゴン ・サームセーン経済構想案を国会

に提出

8. 3.イングランド（米貿易ーイギリス商人）， 米

貿易に関するタイ人の積極的関与への建議

をマノーに提出

1933 

3. プリディー（無任所大臣）が国家経済計画

案を完成

3.12.プリディーの案を検討委員会で討議

3.28.閣議でプリディー案を否決

4. 8.経済会議が設置された。

4.13.マノー首相が経済会議で経済案を発表

5.12.経済省が新設された。

6. 8. タイ商業会議所が登記される。

8.31.チョート ・クムパン商務局長，米問題に関

関する書簡をパホン首相に提出

9.11.バクスター（ファイナンシャル・アドバイザ

ー）， 中央銀行に関するメモランダムを大

蔵大臣に提出

9.13. ゴー・マーラーグン（経済大臣）が経済案を

提出
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6.24.立憲革命により絶対王政から立憲君主制に

なる。

6.28.人民代表議会開会，マノーパコーンニティ

ターダー（以下マノー）を人民委員長に選

出

12.10.マノー内閣発足

4. 2.反共法公布

4.12.プリディーを国外追放

6.20.ピプーンソンクラーム（以下ピプーン），パ

ホンポンパユハセーナー（以下パホン）らに

よるクーデター

6.21.マノー退陣。パホン首相誕生。

6.24.第一次パホン内閣発足

10. 1.プリディー帰国して無任所大臣に就任

10.11.元国防大臣ボーウォーラデート親王の反乱

12.16.第二次パホン内閣発足



1934 

5.14.バクスター，プラ ・サラサート（経済大臣）

の計画メモと図に85の質問を作成

6.11.バクスター，プラ ・サラサートの計画にコ

メント

6.16.プラヤー ・スリヤーヌワット（元蔵相），中

央銀行構想案について，パホン首相に書簡

送付

6.17.プラヤー ・スリヤーヌワット（元蔵相），中

央銀行構想案の概略について，パホン首相

に書簡送付

7.14.プラ ・サラサート（経済省大臣）が経済計画

案を完成

9. 1. ウィラート ・オーサタノン（人民党員），内

閣に貿易促進に関する建議提出

10. 1. ウィワ ッタナチャイ大蔵省国税局長，中央

銀行設立に関する意見書を提出

12.12.ギムポン ・トーンタット，経済大臣宛てに

経済問題対処について書簡を提出

1935 

5. 1.ギムポ ン・トーンタ ット ，経済会議の国立

銀行設立に関する 4つの質問に建議作成

1937 

1938 

12. 3.タイ ・ライス ・カンパニー，国営企業とし

て設立

1939 

10.26. Thai National Banking Bureau法が公布

（官報）

1940 

5.13. Thai National Banking Bureauが開業

1941 

1942 

2.17.ウィワッタナチャイ大蔵省ファイナンシャ

ル ・アドバイザー，中央銀行案を提出

12.10. タイ中央銀行が開業

1930年代のタイにおける外国人アドバイザーとタイ人の確執

9.22.第三次パホン内閣発足

3. 2.プラチャーティポック王退位。アーナンタ

マヒドン王位継承

8. 9.第四次パホン内閣発足

11-12.各国と平等な友好通商航海条約締結

12.16. ピブーン内閣発足，プリディーが大蔵大臣

に就任

9. 5.第二次世界大戦に関し中立宣言

12. 21. 日タイ間同盟条約調印

1.25.英米に対して宣戦布告
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この専門的知識が当初から欠如したまま自ら設

立せざるをえなかった事情を説明した。

1942年12月10日に資本金2000万バーツ，政府

全額出資で大蔵省から発券業務を移管したタイ

中央銀行が開業し，初代総裁にウィワッタナチ

ャイが就任した。戦時下の緊迫した政治情勢と

日タイ間の貿易の拡大により，彼が大幅な発券

とその結果としてのインフレ対策に忙殺された

事実に歴史の皮肉を感じる。

おわりに

立憲革命以前のイギリス金本位制度離脱がタ

イヘ与える影響をめぐる論争は純粋な経済政策

論争であって，為替維持 ・金本位制度維持か，

為替切り下げ ・輸出促進をめぐって， とるべき

方針が省庁間で争われた。ところが， 1932年 6

月の立憲革命はタイ経済ナショナリズムという

新たなファクターをもたらし，新たな争点とし

てタイ経済ナショナリズム対経済合理性が現れ

た。この経済ナショナリズムは，タイ人に多く

の経済構想案ならびに中央銀行案を提出させる

が，その背景にはイギリスの影響が強い大蔵省

を何とかタイ人のための大蔵省にしたいとの願

望が隠されていたことを指摘できる。一方，経

済合理性を追求する外国人アドバイザー，特に

イギリス人ファイナンシャル・アドバイザーは，

イギリスの権益保護とイギリス人専門家の維持

を重視し，経済ナショナリズムの面から推進す

る中央銀行計画の矛盾点を専門家からの立場か

ら批判するスタンスを一貫して取り続けた。

論争の担い手が立憲革命以前は，経済合理性

をめぐり主に外国人アドバイザー間同士であっ

たのに対して，立憲革命以後は経済ナショナリ
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ズムを焦点にタイ人対外国人アドバイザー，特

にファイナンシャル・アドバイザーヘと明確に

変化した。すなわち， 1932年以前の論争の担い

手は(1)大蔵省と商務 ・運輸省，（2）ホール ・パッ

チ（イギリス人アドバイザー）とル ・メイ（フラ

ンス人アドバイザー），クリスティアンセン（デ

ンマーク人アドバイザー），（3）ゴー ・マーラーグ

ン（大蔵大臣）とガムペーンペット（商務・運

輸大臣）と多岐にわたっていたが，論争の対立

は組織が十分に確立していなかった省庁間では

上にたつキーパーソンの見解が通りやすく，そ

れが大きな影響をおよぼして省庁間の政策対立

を引き起こしたと見られる。

一方， 1932年以後のプラ・サラサートの経済

計画構想案では，（1）外国人アドバイザー（大

蔵 ・商務 ・外務）対プラ ・サラサート，（2）既存

権益擁護派（外国資本）対タイ経済ナショナリ

ズム派，（3）大蔵省対経済省，の対立が軸となっ

ており，経済ナショナリズムが大きな焦点とな

っていた。また，中央銀行構想案を巡る対立構

図には，（1）既存権益擁護派（イギリス政府 ・イ

ングランド銀行）対タイ経済ナショナリズム派，

(2)バクスター対プリディーら若手経済会議メン

バー（初期の対立），（3）バクスター対ギムポン，

スリヤーヌワット（中期の対立）があげられ，

ここでも経済ナショナリズムが論点となり，タ

イ人主導に よる経済ナショナリズムの高まりは，

経済合理性を重視する外国人アドバイザーとの

対立構造を明確にした。

タイ人側から1930年代に提議された経済計画

案の中で，政策的に積極的に採用されたものは

あまりなく，実際に適用されたのは一部の協同

組合の拡張等に留まっていた。しかし， 1938年

末のピブーン政権の誕生とともに，政治的基盤



の安定やタイ経済ナショナリズムのさらなる高

揚を背景に， 38年のタイ ・ライス ・カンパニー

の設立等国営企業の設立が相次ぎ，かつ協同組

合も急速に拡大し，経済ナショナリズムの政策

が積極的に実施されたことは注目される （注65)0

1930年代にタイ人により提出された経済構想案

の多くは経済ナショナリズムを強く意識しなが

らも，計画実施の財源をどのように確保するか

が問題であった。こうした状況の中にあって，

1930年代に建議されたさまざまな中央銀行構想

計画案は，タイ人のための中央銀行設立によっ

て自国の通貨管理と準備金の運用をイギリス人

ファイナンシャル・アドバイザーの影響下にあ

る大蔵省から切り離していきたいとする動きヘ

と向かっていった。中央銀行案では国庫事務や

政府債の起債，発券銀行の業務といった国家の

金融政策の独立性を強く意識していた。経済計

画構想案と中央銀行構想案は， このように財源

確保の問題を捉えていたという点でお互いに関

連性が見られる。さらに，両者にはタイ人主導

によるタイ経済運営のアイデアが明確に打ち出

されており，経済ナショナリズムが共有されて

いた。一方バクスターらは一貫して，経済合理

性を軽視したタイ人たちの中央銀行構想案を批

判した。こうした対立をはらみながら1940年に

は，プリディーの政治的主導により中央銀行の

前身が開業したのである。さらに，プラヤー・

スリヤーヌワットが提唱した中央銀行案の一部，

国庫事務の代行等政府の銀行としての役割が，

タイ ・ナショナル ・バンキング ・ビュローの40

年の開業に生かされている。

イギリス人ファイナンシャル ・アドバイザー

のタイ人への影響がタイ人政治家 ・官僚にどの

程度学習効果があったかを考えると，興味深い

1930年代のタイにおける外国人アドバイザーと タイ人の確執

事実が浮かんでくる。バクスターが当初批判し

たタイ人の初期の実体がなく感情的な中央銀行

構想案は，タイ人側に意識されスリヤーヌワッ

トの具体的かつ実行性の高い案に発展し， 1935

年に閣議でギムポンが指摘した中央銀行設立に

ついても検討されるなど進展があった。この機

が熟した状況を背景にプリディーは，自ら設立

の案の骨格を示しファイナンシャル ・アドバイ

ザーに立案と対外折衝を指示し中央銀行の前身

が設立された。

他方，バクスターが批判したプラ・サラサー

トの経済計画案の財源等の問題が，タイ人たち

に意識され経済計画構想案だけではなく中央銀

行構想案でも論じられたことは，タイ人たちが

論議を主導したことを示している。立憲革命以

前の経済政策論争と比較するならば，論争の担

い手は明らかにタイ人側に移行し彼らの問題提

起に対して，外国人アドバイザーは受動的な対

応を迫られている。さらに，タイ人たちが立憲

革命以後，経済ナショナリズムを背景にタイ人

同士さらに外国人アドバイザーと積極的にかつ

数多く論議したことにより「タイ人のためのタ

イ経済運営」の方針が明確になり， 1938年末か

らのピブーン政権の政府主導による民族主義に

依拠した経済政策に少なからぬ影響を与えたと

もいえる。

（注 l) ラーマ 5世から本格化する近代化の中での

西洋の影牌を政府内の外国人雇用の側面から概略的

に分析したものとしては， Vella(1955)の第 2章

"The Adoption of Western Techniques in Govern-

ment by the Monarchy, 1851-1910" (pp.332-350) 

を参照されたい。外務アドバイザーの論文は， The

Journal of the Siam Societyに掲載されている。他

に， Oblas0972, 171-186), Thamsook (1974, 

121-148 ; 1976, 75-96)。
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（注 2) Batson (1984)の 7章は “Econoimic

Crisis"で pp.187-235に掲載されている。

（注 3) 事実関係の推移と政府の対応については，

Batson (1984, 187-235)の 7章を参照。

（注 4) Latham (1981)。レイ サムは小麦 と米の

関係を次のようにあらわしている。「1927年までに起

きたよ うに思われることは，世界の米と小麦生産が反

対に動きがちであり，良好な米の収穫は不作の小麦収

穫を相殺し，良好な小麦の収穫は不作の米収穫を相殺

した。 しかし， 1927年からは反対の関係は消え，両方

の穀物の生産は同じ方向へと動き，必需食料品の膨大

な量を世界市場へ放出し価格を引き下げた」 [Lath-

am 1981, 178]。

（注 5) 詳細は， The Board of Commercial 

Development (1929) を参照。

（注 6) Department of Overseas Trade 26031/ 

31, 16 May 1932, F5254/200/40, F0371/16260, 

PRO（イギリス公文書館，以下全て PROと記す）。

（注 7) 同局の設立案と内容に関しては， R7.Ph 

8/8. タイ公文書館に詳しい。

（注 8) Dormer to FO No.7, enclosing Annual 

Report for 1931, 5 January 1932, Fl078/1078/ 

40, F0371/16260, PRO. 

（注 9) Mr.Dormer to the Marquess of Read-

ing, 29 September 1931, F6311/9/ 40, F0371/ 

15531, PRO.他の 4行の名は， CharteredBank of 

India, Australia and China, Banque de l'Indo-

Chine, Siam Commercial Bank (Limited), Mer-

cantile Bank of India (Limited)である。

（注10) 同上。

（注11) 同上。

（注12) このイギリス外交文書には直接ホール ・パ

ッチの国王への手紙は添付されてはいないが，在バン

コクイギリス外交官ドーマがその手紙を読み要点を要

約したものが掲載されている。 Mr.Dormer to Mr. 

Orde, 69/8/31, 14 November 1931, F7529/9/40, 

F0371/15531, PRO. 

（注13) 同上。推定の計算の根拠は，為替切り下げ

比率を 25％と し，外国為替の交換比率は 1ポンド ＝

3.90ドル， 1ドル＝2.26バーツとしている。歳出項目

の対外債務年間負担を88万ポンド (775万6320バーツ）

の25%として約200万バーツ，政府の輸入 (1929/30

年） 1144万2409バーツの25％で287万5000バーツ，公

使館 ・領事館90万9321バーツの25％で22万7330バーツ，

生阿片 (30/31年） 340万9312バーツの25％で85万2328

バーツ，政府の人件費 (29年） 3691万9014バ ーツの

12.5% (25％の半分12.5％を初年度の上昇分とみこ
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む）で461万4876バーツ，以上の合計で1056万9534バ

ーツになるとしている。歳入項目の内訳は関税収入の

落ち込みを17.5%とみて362万9836バーツ， 土地税・

人頭税で300万バーツ，物品税と阿片で450万7912バー

ツで，合計1113万7748バーツとしている。

（注14) ホール・パッチは1896年生まれで，以下の

職を歴任した。 1930,--..,32年 ：タイ政府ファイナンシャ

ル ・アドバイザー， 1935,--..,44年：大蔵省アシスタン

ト・セクレタリー， 1940年 ：極東ファイナンシャル ・

コッミショナー， 1944年 ：外務省次官アシスタント，

1946年：外務省副次官，1948年： Organisation for 

European Economic Cooperation会長， 1952,--..,54

年： IMFおよび国際復興開発銀行英国エグゼクティ

プ ・ディレクター， 1957,--..,62年．・スタンダード銀行会

長 [Aldrich 1993, 377]。

（注15) Mr. Dormer to Mr. A. Henderson, 21 

August 1931, F5377/9/40, F0371/15531, PRO. 

（注16) Mr. Dormer to Sir John Simon, No.205, 

13 November 1931, F7528/9/ 40, F0371/15531, 

PRO. 

（注17) このメモランダムの日付は1932年 3月12日

である。Mr.Johnsto (26/16/32), 21 March 1932, 

F3700/200/ 400, F0371/16259, PRO. 

（注18) 同上。DebtRedemption Fundは債務償

却基金と訳す。

（注19) Department of Overseas Trade No.56. 

26031/31, 16 May 1932, F5254/200/40, F0371/ 

16260, PRO. 

（注20) Mr. Dormer to Sir John Simon, No.205, 

13 November 1931, F7528/9/ 40, F0371/15531, 

PRO. 

（注21) ホール ・パッチの予算見積と辞任について

は， Mr.Johnsto Sir John Simon, 24 March 1932, 

F 3701/200/ 40, F0371/16259, PROに詳 しい。辞任

の日付は， Mr.Johns to No.8, 28 March 1932, F 

2864/200/40, FO 371/16259, PRO. 

（注22) 詳細は， Nambara(1998, 59-193)の第

3'第 4章を参照されたい。

（注23) プリディーの経済計画案，政治・社会思想

に関する研究は，以下のようなものがある。 Tham-

masat University (1983), Chatthip (1983 ; 1987), 

Saneh et al. (1983), Chalermkiat (1984), 

Chan wit and Phoemphol eds. (1986), Thipph-

awan (1988)。

また，プリディーの人生に関しては次のようなもの

がある。Vichitvong(1979), Suphot (1971), 

Duan (1974)。



（注24) 彼が執筆した 2冊の経済学の書物の題名は，

Phra Sarasas (1937 ; 1938)である。

（注25) プラ ・サラサートの経済計画構想案はタイ

公文書館の S.R.0201.22/ 9にファイルされている。

S.R．は内閣総理府を意味する。原案は12ページで 1枚

の図表も添付されている。

（注26) 前者は， Coultasto FO No.120, 25 May 

1934, F4099/123/40, F0371/18208, PROによる。

後者は， Coultas to FO No.164, 31 July 1934, 

F5433/123/40, F0371/18208, PROに掲載されてい

る。

（注27) the Bangkok Times Weekly Mail, 21 

June 1934, 4, 10, 12 July 1934, 20 Sept. 1934に

掲載された。最後の記事はプラ・サラサートの大臣辞

任に関して報道している。

（注28) 前者の結果は，英文の本 LAndrews

1935] として出版された。後者の調査報告書はタイ公

文書館のファイル， （2)S. R.0201.22/8に保管されて

いる。

（注29) Coultas to FO No.120, 25 May 1934, 

F4099/123/40, F0371/18208, PRO. 

（注30) 同上。

（注31) イギリス外交文書の資料では，この比率は

政府51%，タイ人25%，外国人24％とな っている。

Coultas to FO No.120, 25 May 1934, F4099/123/ 

40, F0371/18208, PRO. 

（注32) 1933年と34年の政府支出は，7363万9315バ

ーツ， 7582万1788バーツであ った。

（注33) Coultas to FO No.120, 25 May 1934, 

F4099/123/40, F0371/18208, PRO. 

（注34) K. Kh. 0301.1.37/86. タイ公文書館。 3

通の日付は1934年5月14日， 6月4日， 6月29日であ

る。

（注35) 同上。バクスターはプラ ・サラサートの案

について， 一般的なコメントを1934年 5月14日の手紙

に書いている。

（注36) 大蔵省外債基金とは，外債発行に伴って大

蔵省に設置された基金を意味する。また Currency

Reserveは通貨準備金と訳す。

（注37) (2) S. R.0201. 50. 2/1. タイ公文書館。

（注38) Bailey to FO No.151, 14 September 

1933, F6762/380/40, F0371/17177, PRO. 

（注39) J. Baxter to Siepmann, 17 November 

1933, enclosed in Dormer to Orde, 20 November 

1933, F7580/380/40, F0371/17177, PRO. 

（注40) a letter, dated 17th April, 1934, from 

James Baxter, Bangkok, to Edward Cook, Cairo, 

1930年代のタイにおける外国人アドバイザーとタイ人の確執

enclosed in Coultas to John Simon, 10 May 1934, 

F3068/21/40, F0371/18207, PRO. 

（注41) (2) S. R.0201. 50. 2/1. タイ公文書館。

（注42) 同上。

（注43) 同上。

（注44) 同上。

（注45) 同上。

（注46) 同上。

（注47) 彼は1862年 4月に生まれ，ペナンとカルカ

ッタで教育を受けた。役人としてのキャリアは1876年

に始まり， 1880年には内務省に移動した。1887年には

外務省に入りイギリスとフランスを含むヨーロッパに

滞在。タイには1905年に帰国し，公共事業大臣に任命

され， 1906年には大蔵大臣になった。1908年に同大臣

を辞任した。1932年以後ではパホン内閣の下で経済会

議の委員となった。

（注48) (2) S.R.0201.50.2/2.タイ公文書館。

Ruang Thanakhanhaengchat khong Phraya Sur-

iyanuwat（プラヤー・スリヤーヌワ ットの中央銀行），

Nai Manit Wasuwat,葬式本， 1937年 2月11日。

（注49) Wiwattanachaiyanuson, Phra ongchao, 

Thanakanhaengprathet Thai（タイ中央銀行），

（ウィワッタナチャイ葬式本）， 1961年 4月 1日 (p.

59)。

（注50) 同上 (pp.60-62)。

（注51) 末廣 (1991,62-71)のバンコクにおける

登録有限会社リストによれば，ギムポンは鉱業 4社，

貿易業 3社，輸入業 2社，製材業 1社，米輸出 l社，

食品雑貨業 1社の計12社を所有していた。また，彼は

当時の大手商事会社である ヤオワラート社に勤務して

いたことも知られている。

（注52) ギムポンは同手紙の中で本質的には自由貿

易主義者の立場をとっているが，現実の問題としてタ

イのような小国は保護主義を採用しないと経済危機は

克服できないとの見解を明確にした。(2)S.R. 0201. 

50.2/3. タイ公文書館。

（注53) 同上。出稼ぎ労働者の海外送金ではアメリ

カのユーゴスラヴィア人の本国送金が，ユーゴスラヴ

ィアの外貨獲得と消費に貢献し，銀行の発展にもつな

がっているとタイと比較した。

（注54) プラヤー ・スリヤーヌワ ットの覚書の日付

は不明であるが， 1935年 6月14日付けの閣議の報告書

ならびに35年 6月15日付けの内閣書記官長から経済大

臣への手紙の中でスリヤーヌワットの覚書について言

及されている。スリヤーヌワ ットの詳細な経済会議の

4つの問にたいする見解は以下の文書を参照されたい。

(2) S.R.0201. 50. 2/3. タイ公文書館。
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（注55) W.A.Doll to Sir Otto Niemeyer, 30 

December 1938. Enclosed in J. Crosby to G. 

Howe, 2 January 1939, F352/242/40, F0371/ 

23590, PRO. 

（注56) 同上。 ドールはプラ ・サラサートが欧米に

代わり日本に留学生を派遣すること，西洋人アドバイ

ザーを解任し日本人を雇用することを政府にはたらき

かけているとの情報を得たと報告している。さらに，

プラ ・サラサートが日本政府から月1000円をもらい，

日本のエージェントになっているとも伝えている。

（注57) 同上。

（注58) Coultas to FO No.192, 17 April 1939, 

F4039/242/40, F0371/23590, PRO. 

（注59) 同上。

（注60) Hall-Patch (Treasury) to Ashley Clar-

ke, 29th September 1939, Fl0614/242/ 40, F0371/ 

23590, PRO. 同報告には中央銀行案の困難な問題点

については， 具体的に述べられていない。

（注61) 電報は，Crosbyto No.108, 25 Septem-

ber 1939, Fl0435/242/ 40, F0371/23590, PRO.夕t
務省への報告は， Crosby to Howe, 6 October 

1939, F11140/242/40, F0371/23590, PRO. 

（注62) Crosby to Howe, 6 October 1939, 

Flll40/242/ 40, F0371/23590, PRO. 

（注63) Wiwattanachaiyanuson, Phra ongchao, 

Thanakanhaengprathet Thai（タイ中央銀行），

（ウィワッタナチャイ葬式本）， 1961年 4月 1日。

Kantang Thanakanhaengprathet Thai（タイ中央

銀行設立） （pp.4-18)。

（注64) 同上 (p.17)。

（注65) 協同組合数は1938年度の1240から44年度の

4747へと，組合員数は同期間に 2万637人から11万

5435人へと拡大した。
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